
 
 

  

  

令和７年 第１回 

士幌町議会定例会 

説 明 資 料  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

令和７年３月７日 

 



年 月 日 行　　　　　　　　事　　　　　　　　名 附　　　記

６．１２．１６ 士幌町功労者選考委員会

１９ 指名委員会

７．　１．　５ 西上地区新年研修会

６ 士幌町功労者表彰式並びに新年交礼会

８ 佐倉地区新年会・中士幌地区新年会

９ 上居辺地区新年会・士幌南地区新年会

１０ 中音更地区新年三世代交流会・士幌北地区新年会

１０ 建設工事入札

１１ 下居辺地区公民館新年交礼会

２０ 士幌南福寿会新年交礼会

２．　７ 上居辺地区宿泊研修会

１２ 男女共同参画審議会

６．１２．　７ 美濃市歓迎懇談会

　８ 士幌町･美濃市姉妹都市提携３０周年記念事業「士幌の空」公演

７．　１．　６ 地域おこし協力隊辞令交付

　２７ 第１回士幌町空家等対策協議会

　２９ 第３回士幌町ゼロカーボンシティ推進協議会

２．　３ 第１７回地方創生総合戦略本部会議

１０ 第１５回士幌町地方創生推進会議

６．１２．２４ 第２回北十勝２町環境衛生処理組合議会定例会 上 士 幌 町

７．　１．　６ 交通安全祈願祭

　　２．　６ 運転免許証自主返納臨時窓口開設

２０ 国民健康保険運営協議会

３．　６ 固定資産評価審査委員会

６．１２．１０ 巡回型健診（～１２日）

１４ 認知症予防講演会

１７ 要保護児童推進協議会実務者会議

２４ 民生児童委員協議会定例会

２６ 子ども料理教室

７.　１．３０ 民生児童委員協議会・社会福祉協議会合同研修会

２．１９ 出産祝い金贈呈

２１ 保健医療福祉総合推進協議会

２７ 民生児童委員協議会定例会

２７ 出産祝い金贈呈

３.　４ １００歳敬老祝い記念品贈呈

４ 出産祝い金贈呈

町

民

課

保

健

福

祉

課

主　要　行　事　経　過　概　要
(令和６年１２月６日～令和７年３月６日）

課

総

務

課

地

域

戦

略

課
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年 月 日 行　　　　　　　　事　　　　　　　　名 附　　　記課

７．　１．　４ 令和７年 十勝家畜商業協同組合士幌支部定期総会

１０ 令和６年度 永年勤続商工従業員表彰式

２１ 士幌町馬事振興会定期総会

３１ 士幌町酪農振興基金運用委員会

３１ 士幌町農地利用集積円滑化事業基金管理協議会

３１ 士幌町農業振興基金運用委員会

３１ 士幌町農業振興人材育成基金運用委員会

２．１４ 令和６年度 士幌町肉牛振興会 枝肉共励会

７．　２．２０ マイホーム建設支援事業補助金交付 １件

６．１２．　９ 第３回子ども・子育て会議

７．　２．２５ 第４回子ども・子育て会議

６．１２．２１ 新型コロナワクチン休日接種

２５ インフルエンザ追加予防接種

７．　１．１４ 道内三医大表敬訪問

６．１２．１１ 第７回士幌町立特別養護老人ホーム入退所検討委員会

７．　１．２９ 第８回士幌町立特別養護老人ホーム入退所検討委員会

２．２８ 第９回士幌町立特別養護老人ホーム入退所検討委員会

６．１２．２０ 例月出納検査

７．　１．２２ 例月出納検査

２．２０ 例月出納検査

２８ 北海道町村等監査委員協議会第７８回定例大会 札 幌 市

６．１２．　６ 第１８回農業委員会総会

１８ 令和６年度市町村農業委員会活動強化研修会 札 幌 市

１９ 令和６年度全道農業者年金研究会 札 幌 市

２０ 第７回農地小委員会、あっせん会

７．　１．１０ 第１９回農業委員会総会

１０ 士幌町農業者年金協議会第１回加入推進対策会議

１７ 令和６年度市町村農業者年金協議会代議員等研修会 幕 別 町

２．　７ 第２０回農業委員会総会

７ 士幌町農業者年金協議会第２回加入推進対策会議

１４ 十勝農業委員会連合会会長・代理・事務局長研修会 帯 広 市

２６ 農業委員・地区農用地利用調整協議会会長会議

６．１２．１９ 校長会

２３ 第３回社会教育委員会議

２３ 第１２回教育委員会定例会

２５ 第２回スポーツ推進委員会議

幼
児
教
育
課

監

査

事

務

局

建
設
課
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年 月 日 行　　　　　　　　事　　　　　　　　名 附　　　記課

６．１２．２６ 冬休み学習サポート塾（～２７日）

７．　１．　６ 第２８回新春書初め大会・ロビー展（～２０日）

１１ 第４８回士幌町民スケート大会

１２ 士幌町はたちの集い

１８ 第４０回全十勝スピードスケート士幌大会

２０ 校長会

２７ 第１回教育委員会定例会

２７ 第１回総合教育会議

２．１６ 第２８回下の句かるた大会

２１ 第４回社会教育委員会議

２５ 校長会

２５ 第２回教育委員会定例会

６．１２．１０ 士幌町議会本会議傍聴（２学年）

２４ 冬季休業（～１月１６日）

７．　２．　４ 大雪による臨時休業（～７日）

１０ 推薦入学者選抜

１９ 写真研究同好会卒業展示会(～２３日） 帯 広 市

２８ 同窓会入会式

３．　１ 第７２回卒業証書授与式

４ 一般入学者選抜（～５日）

６．１２．２６ 消防団歳末警戒激励町長訪問

７．　１．　６ 士幌消防出初式

３０ 令和６年度第１回ブロック会議 音 更 町

２．　２ 士幌消防団教育訓練

１０ 令和６年度第３回参事等会議 帯 広 市

１３ 令和６年度消防団上級幹部研修会 音 更 町

１４ 令和６年度第１回正副組合長会議 帯 広 市

２６ 令和７年第１回一部事務組合議会（定例会） 帯 広 市

高

等

学

校

消
　
防
　
課

教

育

課
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議
案

第
５
号

 
説
明
資
料

 

定
住
自
立
圏
の
形
成
に
関
す
る
協
定
書
 
新
旧
対
照
表
 

新
 

旧
 

第
１
条
～
第
７
条
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

 
生
活
機
能
の
強
化
に
係
る
政
策
分
野
 

１
 
医
療

 
 
（
１
）
救
急
医
療
体
制
等
の
確
保

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
圏
域
の
救
急
医
療
体
制

等
を
確
保
す
る
た
め
、
圏

域
唯
一
の
三
次
救
急
医
療

機
関
で
あ
る
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
等
の
維
持
・
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
患
者

の
症
状
に
応
じ
た
適
切
な

医
療
機
関
の
利
用
の
啓
発

に
努
め
る
。

 

ア
 
救
急
医
療
体
制
等
の

維
持
を
図
る
た
め
、
医

療
機
関
に
対
し
て
、
必

要
な
協
力
及
び
支
援
を

行
う
。

 
イ
 
適
切
な
救
急
医
療
機

関
の
利
用
に
つ
い
て
、

甲
の
住
民
に
啓
発
を
行

う
。

 

ア
 
救
急
医
療
体
制
等
の

維
持
を
図
る
た
め
、
医

療
機
関
に
対
し
て
、
必

要
な
協
力
及
び
支
援
を

行
う
。

 
イ
 
適
切
な
救
急
医
療
機

関
の
利
用
に
つ
い
て
、

乙
の
住
民
に
啓
発
を
行

う
。

 
 

第
１
条
～
第
７
条
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）

 
生
活
機
能
の
強
化
に
係
る
政
策
分
野

 
１
 
医
療

 
 
（
１
）
救
急
医
療
体
制
等
の
確
保

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
圏
域
の
救
急
医
療
体
制

等
を
確
保
す
る
た
め
、
圏

域
唯
一
の
三
次
救
急
医
療

機
関
で
あ
る
救
命
救
急
セ

ン
タ
ー
等
の
維
持
・
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
患
者

の
症
状
に
応
じ
た
適
切
な

医
療
機
関
の
利
用
の
啓
発

に
努
め
る
。

 

ア
 
救
急
医
療
体
制
等
の

維
持
を
図
る
た
め
、
医

療
機
関
に
対
し
て
、
必

要
な
協
力
及
び
支
援
を

行
う
。

 
イ
 
適
切
な
救
急
医
療
機

関
の
利
用
に
つ
い
て
、

甲
の
住
民
に
啓
発
を
行

う
。

 

ア
 
救
急
医
療
体
制
等
の

維
持
を
図
る
た
め
、
医

療
機
関
に
対
し
て
、
必

要
な
協
力
及
び
支
援
を

行
う
。

 
イ
 
適
切
な
救
急
医
療
機

関
の
利
用
に
つ
い
て
、

乙
の
住
民
に
啓
発
を
行

う
。

 
 
 

 
（
２
）
地
域
医
療
体
制
の
充
実

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
圏
域
の
地
域
医
療
体
制

の
充
実
を
図
る
た
め
、
圏

域
内
に
お
け
る
医
療
従
事

者
の
確
保
に
努
め
る
と
と

も
に
、
圏
域
が
抱
え
る
地

域
医
療
の
課
題
解
決
に
向

け
た
検
討
を
す
す
め
る
。

 

ア
 
圏
域
内
の
看
護
師
な

ど
を
確
保
す
る
た
め
、

看
護
学
校
な
ど
に
対
し

て
、
必
要
な
協
力
及
び

支
援
を
行
う
。

 
イ
 
検
討
会
議
を
主
催
す

る
な
ど
圏
域
が
抱
え
る

地
域
医
療
の
課
題
解
決

ア
 
圏
域
内
の
看
護
師
な

ど
を
確
保
す
る
た
め
、

看
護
学
校
な
ど
に
対
し

て
、
必
要
な
協
力
及
び

支
援
を
行
う
。

 
イ
 
甲
が
主
催
す
る
検
討

会
議
に
参
加
す
る
な
ど

圏
域
が
抱
え
る
地
域
医

 
（
２
）
地
域
医
療
体
制
の
充
実

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
圏

域
の

地
域

医
療

体
制

の
充
実
を
図
る
た
め
、
圏

域
内
に
お
け
る
医
療
従
事

者
の
確
保
に
努
め
る
と
と

も
に
、
圏
域
が
抱
え
る
地

域
医
療
の
課
題
解
決
に
向

け
た
検
討
を
す
す
め
る
。

 

ア
 
圏
域
内
の
看
護
師
な

ど
を

確
保

す
る

た
め

、

看
護

学
校

な
ど

に
対
し

て
、

必
要

な
協

力
及

び

支
援
を
行
う
。

 
イ
 
検
討
会
議
を
主
催
す

る
な

ど
圏

域
が

抱
え

る

地
域

医
療

の
課

題
解

決

ア
 
圏
域
内
の
看
護
師
な

ど
を

確
保

す
る

た
め

、

看
護

学
校
な

ど
に
対
し

て
、

必
要

な
協

力
及

び

支
援
を
行
う
。

 
イ
 
甲
が
主
催
す
る
検
討

会
議

に
参

加
す

る
な

ど

圏
域

が
抱

え
る

地
域

医
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議
案

第
５
号

 
説
明
資
料

 

新
 

旧
 

に
向
け
、
乙
と
連
携
し

て
取
組
を
す
す
め
る
。

 
療

の
課

題
解

決
に

向

け
、
甲
と
連
携
し
て
取

組
を
す
す
め
る
。

 
 

に
向

け
、

乙
と

連
携

し

て
取
組
を
す
す
め
る
。

 
療

の
課

題
解

決
に

向

け
、

甲
と

連
携

し
て

取

組
を
す
す
め
る
。

 
 

２
 
福
祉

 
 
（
１
）
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
広
域
利
用
の
促
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
障
害
者
の
自
立
と
社
会

参
加

の
促

進
を

図
る

た

め
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
の
広
域
利
用
を
す
す

め
る
。

 

ア
 
地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
の
広
域
利
用
に
関

す
る
連
携
に
努
め
る
。

 
イ
 
連
携
に
関
す
る
調
整

や
助
言
を
行
う
。

 

地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ

ー
の
広
域
利
用
に
関
す
る

連
携
に
努
め
る
。

 

 

２
 
福
祉

 
 
（
１
）
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
広
域
利
用
の
促
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
障

害
者

の
自

立
と

社
会

参
加

の
促

進
を

図
る

た

め
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー
の
広
域
利
用
を
す
す

め
る
。

 

ア
 
地
域
活
動
支
援
セ
ン

タ
ー

の
広

域
利

用
に

関

す
る
連
携
に
努
め
る
。

 
イ
 
連
携
に
関
す
る
調
整

や
助
言
を
行
う
。

 

地
域

活
動

支
援

セ
ン

タ

ー
の
広
域
利
用
に
関
す
る

連
携
に
努
め
る
。

 

 

（
２
）
保
育
所
の
広
域
入
所
の
充
実

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
日
常
生
活
圏
の
拡
大
や

住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に

対
応
し
た
保
育
所
の
広
域

入
所
な
ど
圏
域
の
子
育
て

支
援

の
取

組
を

す
す

め

る
。

 

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
保
育

所
の
広
域
入
所
に
関
す
る

連
携
に
努
め
る
。

 

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
保
育

所
の
広
域
入
所
に
関
す
る

連
携
に
努
め
る
。

 

 

（
２
）
保
育
所
の
広
域
入
所
の
充
実

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
日
常
生
活
圏
の
拡
大
や

住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
に

対
応
し
た
保
育
所
の
広
域

入
所
な
ど
圏
域
の
子
育
て

支
援

の
取

組
を

す
す

め

る
。

 

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
保
育

所
の
広
域
入
所
に
関
す
る

連
携
に
努
め
る
。

 

保
育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

を
図
る
と
と
も
に
、
保
育

所
の
広
域
入
所
に
関
す
る

連
携
に
努
め
る
。
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議
案

第
５
号

 
説
明
資
料

 

新
 

旧
 

 
（
３
）
高
齢
者
の
生
活
支
援
体
制
の
構
築

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
高
齢
者
の
徘
徊
な
ど
に

つ
い
て
、
広
域
で
の
情
報

共
有
や
対
応
体
制
の
構
築

を
図
る
と
と
も
に
、
圏
域

が
抱
え
る
介
護
士
不
足
等

の
課
題
解
決
に
向
け
た
取

組
を
す
す
め
る
。

 

ア
 
甲
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
通
じ
て
の
捜
索

や
、
圏
域
町
村
と
の
連

携
な
ど
に
よ
り
、
徘
徊

時
に
お
け
る
高
齢
者
や

そ
の

家
族

を
支

援
す

る
。

 
イ
 
圏
域
が
抱
え
る
介
護

士
不
足
等
の
課
題
解
決

に
向
け
、
乙
と
協
議
し
、

連
携
し
て
取
組
を
す
す

め
る
。

 

ア
 
乙
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
活
用
を
通
じ
て

の
捜
索
や
、
圏
域
市
町

村
と
の
連
携
な
ど
に
よ

り
、
徘
徊
時
に
お
け
る

高
齢
者
や
そ
の
家
族
を

支
援
す
る
。

 
イ
 
圏
域
が
抱
え
る
介
護

士
不
足
等
の
課
題
解
決

に
向
け
、
甲
と
協
議
し
、

連
携
し
て
取
組
を
す
す

め
る
。

 
 

 
（
３
）
高
齢
者
の
生
活
支
援
体
制
の
構
築

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
高
齢
者
の
徘
徊
な
ど
に

つ
い
て
、
広
域
で
の
情
報

共
有
や
対
応
体
制
の
構
築

を
図
る
と
と
も
に
、
圏
域

が
抱
え
る
介
護
士
不
足
等

の
課
題
解
決
に
向
け
た
取

組
を
す
す
め
る
。

 

ア
 
甲
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
を
通
じ
て
の
捜
索

や
、
圏
域
町
村
と
の
連

携
な
ど
に
よ
り
、
徘
徊

時
に
お
け
る
高
齢
者
や

そ
の

家
族

を
支

援
す

る
。

 
イ
 
圏
域
が
抱
え
る
介
護

士
不
足
等
の
課
題
解
決

に
向
け
、
乙
と
協
議
し
、

連
携
し
て
取
組
を
す
す

め
る
。

 

ア
 
乙
独
自
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
活
用
を
通
じ
て

の
捜
索
や
、
圏
域
市
町

村
と
の
連
携
な
ど
に
よ

り
、
徘
徊
時
に
お
け
る

高
齢
者
や
そ
の
家
族
を

支
援
す
る
。

 
イ
 
圏
域
が
抱
え
る
介
護

士
不
足
等
の
課
題
解
決

に
向
け
、
甲
と
協
議
し
、

連
携
し
て
取
組
を
す
す

め
る
。

 
 

３
 
教
育

 
 
（
１
）
図
書
館
の
広
域
利
用
の
促
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
図
書
館
の
広
域
利
用
を

促
進
す
る
た
め
、
図
書
館

相
互

の
連

携
を

強
化

す

る
。

 

圏
域
の
郷
土
資
料
や
行

事
等
の
情
報
収
集
、
職
員

の
資

質
向

上
の

取
組

な

ど
、
図
書
館
の
連
携
強
化

に
関
す
る
総
合
的
な
調
整

を
行
う
と
と
も
に
、
圏
域

の
図
書
館
情
報
を
甲
の
住

民
に
提
供
す
る
。

 

甲
と
連
携
し
て
、
図
書

館
の
連
携
強
化
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
圏
域
の
図

書
館
情
報
を
乙
の
住
民
に

提
供
す
る
。

 

 

３
 
教
育

 
 
（
１
）
図
書
館
の
広
域
利
用
の
促
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
図
書
館
の
広
域
利
用
を

促
進
す
る
た
め
、
図
書
館

相
互

の
連

携
を

強
化

す

る
。

 

圏
域
の
郷
土
資
料
や
行

事
等
の
情
報
収
集
、
職
員

の
資

質
向

上
の

取
組

な

ど
、
図
書
館
の
連
携
強
化

に
関
す
る
総
合
的
な
調
整

を
行
う
と
と
も
に
、
圏
域

の
図
書
館
情
報
を
甲
の
住

民
に
提
供
す
る
。

 

甲
と
連
携
し
て
、
図
書

館
の
連
携
強
化
に
取
り
組

む
と
と
も
に
、
圏
域
の
図

書
館
情
報
を
乙
の
住
民
に

提
供
す
る
。
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議
案

第
５
号

 
説
明
資
料

 

新
 

旧
 

（
２
）
生
涯
学
習
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
圏
域
住
民
の
生
涯
学
習

を
推
進
す
る
た
め
、
生
涯

学
習
施
設
の
利
用
を
促
進

す
る
。

 

圏
域
の
生
涯
学
習
施
設

の
利
用
案
内
や
催
事
、
講

座
、
講
演
会
な
ど
の
情
報

を
共
有
し
、
甲
の
住
民
に

情
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
圏
域
の
住
民
を
対
象

に
し
た
教
室
、
講
座
な
ど

を
乙
と
連
携
し
て
取
り
組

む
。

 

圏
域
の
生
涯
学
習
施
設

の
利
用
案
内
や
催
事
、
講

座
、
講
演
会
な
ど
の
情
報

を
共
有
し
、
乙
の
住
民
に

情
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
圏
域
の
住
民
を
対
象

に
し
た
教
室
、
講
座
な
ど

を
甲
と
連
携
し
て
取
り
組

む
。

 
 

 
（
２
）
生
涯
学
習
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
圏
域
住
民
の
生
涯
学
習

を
推
進
す
る
た
め
、
生
涯

学
習
施
設
の
利
用
を
促
進

す
る
。

 

圏
域
の
生
涯
学
習
施
設

の
利
用
案
内
や
催
事
、
講

座
、
講
演
会
な
ど
の
情
報

を
共
有
し
、
甲
の
住
民
に

情
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
圏
域
の
住
民
を
対
象

に
し
た
教
室
、
講
座
な
ど

を
乙
と
連
携
し
て
取
り
組

む
。

 

圏
域
の
生
涯
学
習
施
設

の
利
用
案
内
や
催
事
、
講

座
、
講
演
会
な
ど
の
情
報

を
共
有
し
、
乙
の
住
民
に

情
報
を
提
供
す
る
と
と
も

に
、
圏
域
の
住
民
を
対
象

に
し
た
教
室
、
講
座
な
ど

を
甲
と
連
携
し
て
取
り
組

む
。

 
 

 
（
３
）
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
の
誘
致

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
を
誘

致
す
る
た
め
、
管
内
に
お

け
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利

用
調
整
や
宿
泊
環
境
に
つ

い
て
の
連
携
体
制
を
強
化

す
る
ほ
か
、
大
規
模
な
大

会
等

に
対

応
で

き
る

施

設
・
設
備
環
境
を
充
実
す

る
。

 

ア
 
乙
及
び
競
技
団
体
等

と
連
携
し
、
大
会
等
の

開
催
情
報
の
収
集
・
共

有
や

誘
致

活
動

を
行

う
。

 
イ
 
大
会
等
の
開
催
に
必

要
な
競
技
施
設
・
宿
泊

施
設
等
に
関
す
る
管
内

調
整
を
行
う
。

 
ウ
 
大
規
模
な
大
会
等
に

対
応
で
き
る
施
設
・
設

備
環
境
を
充
実
す
る
。

 

ア
 
甲
及
び
競
技
団
体
等

と
連
携
し
、
大
会
等
の

開
催
情
報
の
提
供
や
誘

致
活
動
に
協
力
す
る
。

 
イ

 
甲

が
行

う
競

技
施

設
・
宿
泊
施
設
等
に
関

す
る
管
内
調
整
に
協
力

す
る
。

 
ウ
 
大
規
模
な
大
会
等
に

対
応
で
き
る
施
設
・
設

備
環
境
を
充
実
す
る
。

 

 

 
（
３
）
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
の
誘
致

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
を
誘

致
す
る
た
め
、
管
内
に
お

け
る
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
利

用
調
整
や
宿
泊
環
境
に
つ

い
て
の
連
携
体
制
を
強
化

す
る
ほ
か
、
大
規
模
な
大

会
等

に
対

応
で

き
る

施

設
・
設
備
環
境
を
充
実
す

る
。

 

ア
 
乙
及
び
競
技
団
体
等

と
連
携
し
、
大
会
等
の

開
催
情
報
の
収
集
・
共

有
や

誘
致

活
動

を
行

う
。

 
イ
 
大
会
等
の
開
催
に
必

要
な
競
技
施
設
・
宿
泊

施
設
等
に
関
す
る
管
内

調
整
を
行
う
。

 
ウ
 
大
規
模
な
大
会
等
に

対
応
で
き
る
施
設
・
設

備
環
境
を
充
実
す
る
。

 

ア
 
甲
及
び
競
技
団
体
等

と
連
携
し
、
大
会
等
の

開
催
情
報
の
提
供
や
誘

致
活
動
に
協
力
す
る
。

 
イ

 
甲

が
行

う
競

技
施

設
・
宿
泊
施
設
等
に
関

す
る
管
内
調
整
に
協
力

す
る
。

 
ウ
 
大
規
模
な
大
会
等
に

対
応
で
き
る
施
設
・
設

備
環
境
を
充
実
す
る
。
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議
案

第
５
号

 
説
明
資
料

 

新
 

旧
 

４
 
産
業
振
興

 
 
（
１
）
農
商
工
・
産
学
官
連
携
及
び
地
域
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
公
益
財
団
法
人
と
か
ち

財
団
や
関
係
機
関
と
連
携

し
て
、
農
商
工
・
産
学
官

連
携
事
業
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
十
勝
圏
域
に
お

け
る
地
域
ブ
ラ
ン
ド
（
十

勝
ブ
ラ
ン
ド
）
確
立
の
た

め
、
Ｐ
Ｒ
事
業
な
ど
の
取

組
を
す
す
め
る
。

 

ア
 
公
益
財
団
法
人
と
か

ち
財
団
な
ど
関
係
機
関

と
の
連
絡
調
整
を
図
る

と
と
も
に
、
乙
と
連
携

し
、
農
商
工
・
産
学
官

連
携

事
業

を
推

進
す

る
。

 
イ
 
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
確

立
に
向
け
た
取
組
を
乙

と
連
携
し
て
行
う
。

 

ア
 
公
益
財
団
法
人
と
か

ち
財
団
な
ど
関
係
機
関

や
甲
と
連
携
し
、
農
商

工
・
産
学
官
連
携
事
業

を
推
進
す
る
。

 
イ
 
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
確

立
に
向
け
た
取
組
を
甲

と
連
携
し
て
行
う
。

 

 

４
 
産
業
振
興

 
 
（
１
）
農
商
工
・
産
学
官
連
携
及
び
地
域
ブ
ラ
ン
ド
づ
く
り
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
公
益
財
団
法
人
と
か
ち

財
団
や
関
係
機
関
と
連
携

し
て
、
農
商
工
・
産
学
官

連
携
事
業
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
十
勝
圏
域
に
お

け
る
地
域
ブ
ラ
ン
ド
（
十

勝
ブ
ラ
ン
ド
）
確
立
の
た

め
、
Ｐ
Ｒ
事
業
な
ど
の
取

組
を
す
す
め
る
。

 

ア
 
公
益
財
団
法
人
と
か

ち
財
団
な
ど
関
係
機
関

と
の
連
絡
調
整
を
図
る

と
と
も
に
、
乙
と
連
携

し
、
農
商
工
・
産
学
官

連
携

事
業

を
推

進
す

る
。

 
イ
 
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
確

立
に
向
け
た
取
組
を
乙

と
連
携
し
て
行
う
。

 

ア
 
公
益
財
団
法
人
と
か

ち
財
団
な
ど
関
係
機
関

や
甲
と
連
携
し
、
農
商

工
・
産
学
官
連
携
事
業

を
推
進
す
る
。

 
イ
 
地
域
ブ
ラ
ン
ド
の
確

立
に
向
け
た
取
組
を
甲

と
連
携
し
て
行
う
。

 

 
 

 
 
（
２
）
フ
ー
ド
バ
レ
ー
と
か
ち
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
活
用
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
農
林
水
産
業
や
食
を
柱

と
す

る
地

域
産

業
政

策

「
フ

ー
ド

バ
レ

ー
と

か

ち
」
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
の

利
活
用
を
、
圏
域
全
体
で

推
進
す
る
。

 

ア
 
「
フ
ー
ド
バ
レ
ー
と

か
ち
」
を
推
進
す
る
た

め
、
協
議
会
を
設
置
・

運
営

す
る

と
と

も
に

、

「
フ
ー
ド
バ
レ
ー
と
か

ち
」
に
関
す
る
取
組
を

乙
と
連
携
し
て
推
進
す

る
。

 
イ
 
十
勝
バ
イ
オ
マ
ス
産

業
都

市
構

想
に

基
づ

き
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
利

ア
 
協
議
会
に
参
画
す
る

と
と
も
に
、「

フ
ー
ド
バ

レ
ー
と
か
ち
」
に
関
す

る
取
組
を
甲
と
連
携
し

て
推
進
す
る
。

 
イ
 
十
勝
バ
イ
オ
マ
ス
産

業
都

市
構

想
に

基
づ

き
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
利

活
用
を
甲
と
連
携
し
て

推
進
す
る
。

 

 
（
２
）
フ
ー
ド
バ
レ
ー
と
か
ち
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
活
用
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
農
林
水
産
業
や
食
を
柱

と
す

る
地

域
産

業
政

策

「
フ

ー
ド

バ
レ

ー
と

か

ち
」
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
の

利
活
用
を
、
圏
域
全
体
で

推
進
す
る
。

 

ア
 
「
フ
ー
ド
バ
レ
ー
と

か
ち
」
を
推
進
す
る
た

め
、
協
議
会
を
設
置
・

運
営

す
る

と
と

も
に

、

「
フ
ー
ド
バ
レ
ー
と
か

ち
」
に
関
す
る
取
組
を

乙
と
連
携
し
て
推
進
す

る
。

 
イ
 
十
勝
バ
イ
オ
マ
ス
産

業
都

市
構

想
に

基
づ

き
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
利

ア
 
協
議
会
に
参
画
す
る

と
と
も
に
、「

フ
ー
ド
バ

レ
ー
と
か
ち
」
に
関
す

る
取
組
を
甲
と
連
携
し

て
推
進
す
る
。

 
イ
 
十
勝
バ
イ
オ
マ
ス
産

業
都

市
構

想
に

基
づ

き
、
バ
イ
オ
マ
ス
の
利

活
用
を
甲
と
連
携
し
て

推
進
す
る
。
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議
案

第
５
号

 
説
明
資
料

 

新
 

旧
 

活
用
を
乙
と
連
携
し
て

推
進
す
る
。

 
 

活
用
を
乙
と
連
携
し
て

推
進
す
る
。

 
 

 
（
３
）
企
業
誘
致
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
首
都
圏
な
ど
の
企
業
へ

の
発

信
力

を
高

め
る

た

め
、
圏
域
が
一
体
と
な
っ

た
企

業
立

地
Ｐ

Ｒ
を

行

う
。

 

 
圏
域
が
一
体
と
な
っ
た

企
業
立
地
Ｐ
Ｒ
に
向
け
た

情
報
の
集
約
や
連
絡
調
整

を
行
う
。

 

 
圏
域
が
一
体
と
な
っ
た

企
業
立
地
Ｐ
Ｒ
に
向
け
た

情
報
の
集
約
な
ど
に
協
力

す
る
。

 

 

 
（
３
）
企
業
誘
致
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
首
都
圏
な
ど
の
企
業
へ

の
発

信
力

を
高

め
る

た

め
、
圏
域
が
一
体
と
な
っ

た
企

業
立

地
Ｐ

Ｒ
を

行

う
。

 

 
圏
域
が
一
体
と
な
っ
た

企
業
立
地
Ｐ
Ｒ
に
向
け
た

情
報
の
集
約
や
連
絡
調
整

を
行
う
。

 

 
圏
域
が
一
体
と
な
っ
た

企
業
立
地
Ｐ
Ｒ
に
向
け
た

情
報
の
集
約
な
ど
に
協
力

す
る
。

 

 

 
（
４
）
中
小
企
業
勤
労
者
の
福
祉
向
上

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
と

か
ち

勤
労

者
共

済
セ

ン
タ

ー
が

実
施

す
る

福
利

厚
生

事
業

の
実

施
に

対
す

る
必

要
な

支
援

を
行

う
と

と
も

に
、

中
小

企
業

の
加

入
促

進
に

向
け

た
取

組
を

す
す
め
る
。

 

市
町
村
連
絡
協
議
会
を

主
催
す
る
と
と
も
に
、
甲

の
区
域
内
の
企
業
に
対
し

加
入
を
促
進
す
る
。

 

市
町
村
連
絡
協
議
会
に

参
加
す
る
と
と
も
に
、
乙

の
区
域
内
の
企
業
に
対
し

加
入
を
促
進
す
る
。

 

 

 
（
４
）
中
小
企
業
勤
労
者
の
福
祉
向
上

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
と
か
ち
勤
労
者
共
済
セ

ン
タ
ー
が
実
施
す
る
福
利

厚
生
事
業
の
実
施
に
対
す

る
必
要
な
支
援
を
行
う
と

と
も
に
、
中
小
企
業
の
加

入
促
進
に
向
け
た
取
組
を

す
す
め
る
。

 

市
町
村
連
絡
協
議
会
を

主
催
す
る
と
と
も
に
、
甲

の
区
域
内
の
企
業
に
対
し

加
入
を
促
進
す
る
。

 

市
町
村
連
絡
協
議
会
に

参
加
す
る
と
と
も
に
、
乙

の
区
域
内
の
企
業
に
対
し

加
入
を
促
進
す
る
。
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議
案

第
５
号

 
説
明
資
料

 

新
 

旧
 

 
（
５
）
広
域
観
光
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
十
勝
観
光
連
盟
を
は
じ

め
と
す
る
観
光
関
連
団
体

と
連
携
し
て
イ
ベ
ン
ト
な

ど
を
行
う
と
と
も
に
、
観

光
案
内
所
や
コ
ン
ベ
ン
シ

ョ
ン
施
設
、
体
験
観
光
な

ど
広
域
観
光
に
関
す
る
情

報
の
共
有
や
取
組
の
充
実

を
図
る
。

 

ア
 
圏
域
町
村
や
観
光
関

連
団
体
等
と
連
携
し
、

イ
ン
バ
ウ
ン
ド
な
ど
の

誘
客
に
向
け
た
プ
ロ
モ

ー
シ
ョ
ン
や
情
報
発
信

等
の

取
組

を
推

進
す

る
。

 
イ
 
十
勝
の
魅
力
発
信
に

係
る
連
携
事
業
の
企
画

や
各
種
イ
ベ
ン
ト
情
報

な
ど
の
集
約
や
調
整
を

行
う
。

 
ウ
 
観
光
案
内
所
の
充
実

を
図
る
な
ど
観
光
客
が

周
遊
し
や
す
い
環
境
づ

く
り
を
す
す
め
る
と
と

も
に
、
周
遊
ル
ー
ト
の

開
発
や
観
光
情
報
の
提

供
を
行
う
。

 

ア
 
圏
域
市
町
村
や
観
光

関
連

団
体

等
と

連
携

し
、
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
な

ど
の
誘
客
に
向
け
た
プ

ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
や
情
報

発
信
等
の
取
組
を
推
進

す
る
。

 
イ
 
十
勝
の
魅
力
発
信
に

係
る
連
携
事
業
の
参
画

や
各
種
イ
ベ
ン
ト
情
報

の
集
約
に
協
力
す
る
。

 
ウ
 
観
光
案
内
所
の
充
実

を
図
る
な
ど
観
光
客
が

周
遊
し
や
す
い
環
境
づ

く
り
を
す
す
め
る
と
と

も
に
、
観
光
資
源
の
開

発
や
観
光
情
報
の
提
供

を
行
う
。

 

 

 
（
５
）
広
域
観
光
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
十
勝
観
光
連
盟
を
は
じ

め
と
す
る
観
光
関
連
団
体

と
連
携
し
て
イ
ベ
ン
ト
な

ど
を
行
う
と
と
も
に
、
観

光
案
内
所
や
コ
ン
ベ
ン
シ

ョ
ン
施
設
、
体
験
観
光
な

ど
広
域
観
光
に
関
す
る
情

報
の
共
有
や
取
組
の
充
実

を
図
る
。

 

ア
 
帯
広
観
光
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
協
会
と
十
勝
観

光
連
盟
の
連
携
を
強
化

す
る
。

 
イ
 
十
勝
の
魅
力
発
信
に

係
る
連
携
事
業
の
企
画

や
各
種
イ
ベ
ン
ト
情
報

な
ど
の
集
約
や
調
整
を

行
う
。

 
ウ
 
観
光
案
内
所
の
充
実

を
図
る
な
ど
観
光
客
が

周
遊
し
や
す
い
環
境
づ

く
り
を
す
す
め
る
と
と

も
に
、
周
遊
ル
ー
ト
の

開
発
や
観
光
情
報
の
提

供
を
行
う
。

 

ア
 
十
勝
観
光
連
盟
の
事

業
に
参
画
す
る
。

 
イ
 
十
勝
の
魅
力
発
信
に

係
る
連
携
事
業
の
提
案

や
各
種
イ
ベ
ン
ト
情
報

の
集
約
に
協
力
す
る
。

 
ウ
 
観
光
案
内
所
の
充
実

を
図
る
な
ど
観
光
客
が

周
遊
し
や
す
い
環
境
づ

く
り
を
す
す
め
る
と
と

も
に
、
観
光
資
源
の
開

発
や
観
光
情
報
の
提
供

を
行
う
。

 

 
 

 

（
６
）
農
業
振
興
と
担
い
手
の
育
成

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
営
農
技
術
の
向
上
や
防

疫
対
策
な
ど
農
業
振
興
に

関
す
る
広
域
的
な
取
組
を

す
す
め
る
と
と
も
に
、
地

ア
 
営
農
技
術
や
広
域
的

な
農
畜
産
業
の
課
題
な

ど
に
関
す
る
情
報
の
集

約
や
関
係
機
関
と
の
連

ア
 
営
農
技
術
や
広
域
的

な
農
畜
産
業
の
課
題
な

ど
に
関
す
る
情
報
の
集

約
に
協
力
す
る
と
と
も

 
（
６
）
農
業
振
興
と
担
い
手
の
育
成

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
営
農
技
術
の
向
上
や
防

疫
対
策
な
ど
農
業
振
興
に

関
す
る
広
域
的
な
取
組
を

す
す
め
る
と
と
も
に
、
地

ア
 
営
農
技
術
や
広
域
的

な
農
畜
産
業
の
課
題
な

ど
に
関
す
る
情
報
の
集

約
や
関
係
機
関
と
の
連

ア
 
営
農
技
術
や
広
域
的

な
農
畜
産
業
の
課
題
な

ど
に
関
す
る
情
報
の
集

約
に
協
力
す
る
と
と
も
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議
案

第
５
号

 
説
明
資
料

 

新
 

旧
 

域
の
担
い
手
を
育
成
す
る

た
め
、
合
同
研
修
会
な
ど

を
開
催
す
る
。

 

絡
調
整
を
図
る
と
と
も

に
、
甲
の
区
域
内
の
農

業
者
に
対
す
る
普
及
・

啓
発
を
行
う
。

 
イ
 
合
同
研
修
会
の
開
催

に
関

す
る

調
整

を
行

う
。

 

に
、
乙
の
区
域
内
の
農

業
者
に
対
す
る
普
及
・

啓
発
を
行
う
。

 
イ
 
合
同
研
修
会
の
開
催

に
関
し
て
、
甲
と
連
携

し
て
取
り
組
む
。

 

 

域
の
担
い
手
を
育
成
す
る

た
め
、
合
同
研
修
会
な
ど

を
開
催
す
る
。

 

絡
調
整
を
図
る
と
と
も

に
、
甲
の
区
域
内
の
農

業
者
に
対
す
る
普
及
・

啓
発
を
行
う
。

 
イ
 
合
同
研
修
会
の
開
催

に
関

す
る

調
整

を
行

う
。

 

に
、
乙
の
区
域
内
の
農

業
者
に
対
す
る
普
及
・

啓
発
を
行
う
。

 
イ
 
合
同
研
修
会
の
開
催

に
関
し
て
、
甲
と
連
携

し
て
取
り
組
む
。

 

 

（
７
）
鳥
獣
害
防
止
対
策
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
被
害
情
報
や
出
没
情
報

な
ど
、
圏
域
内
の
鳥
獣
害

防
止
対
策
に
関
す
る
情
報

交
換
を
行
い
、
効
率
的
・

効
果
的
な
駆
除
を
推
進
す

る
ほ
か
、
鳥
獣
被
害
対
策

実
施
隊
の
課
題
解
決
に
向

け
た
検
討
を
す
す
め
る
。

 

ア
 
鳥
獣
害
防
止
対
策
に

関
す

る
情

報
交

換
を

行
い
、
関
係
町
村
と
調

整
を
図
る
と
と
も
に
、

対
象

鳥
獣

の
駆

除
を

行
う
。

 
イ
 
鳥
獣
被
害
対
策
実
施

隊
の

課
題

解
決

に
向

け
、
関
係
機
関
と
の
情

報
共

有
を

行
う

と
と

も
に
、
圏
域
町
村
と
連

携
し

て
検

討
を

す
す

め
る
。

 

ア
 
鳥
獣
害
防
止
対
策
に

関
す

る
情

報
交

換
を

行
い
、
対
象
鳥
獣
の
駆

除
を
行
う
。

 
イ
 
鳥
獣
被
害
対
策
実
施

隊
の

課
題

解
決

に
向

け
、
圏
域
市
町
村
と
連

携
し

て
検

討
を

す
す

め
る
。

 

 

 
（
７
）
鳥
獣
害
防
止
対
策
の
推
進

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
被
害
情
報
や
出
没
情
報

な
ど
、
圏
域
内
の
鳥
獣
害

防
止
対
策
に
関
す
る
情
報

交
換
を
行
い
、
効
率
的
・

効
果
的
な
駆
除
を
推
進
す

る
。

 

鳥
獣
害
防
止
対
策
に
関

す
る
情
報
交
換
を
行
い
、

関
係
町
村
と
調
整
を
図
る

と
と
も
に
、
対
象
鳥
獣
の

駆
除
を
行
う
。

 

鳥
獣
害
防
止
対
策
に
関

す
る
情
報
交
換
を
行
い
、

対
象

鳥
獣

の
駆

除
を

行

う
。
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議
案

第
５
号

 
説
明
資
料

 

新
 

旧
 

５
 
環
境

 
 
（
１
）
地
球
温
暖
化
防
止
に
向
け
た
脱
炭
素
社
会
の
構
築

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
地
球
温
暖
化
の
原
因
で

あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
削
減
や
吸
収
に
寄
与
す

る
地
域
の
特
色
を
活
か
し

た
様
々
な
取
組
を
行
い
、

圏
域
全
体
で
地
球
温
暖
化

対
策
を
推
進
し
、
脱
炭
素

社
会
の
構
築
を
目
指
す
。

 

脱
炭
素
社
会
の
構
築
に

向
け
た
取
組
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
圏
域
へ
の
波

及
を
図
る
た
め
、
事
業
の

効
果
、
知
見
に
つ
い
て
の

情
報
提
供
や
連
携
に
必
要

な
調
整
を
行
う
。

 

脱
炭
素
社
会
の
構
築
に

向
け
た
取
組
を
甲
と
連
携

し
て
推
進
す
る
。

 

 

５
 
環
境

 
 
（
１
）
地
球
温
暖
化
防
止
に
向
け
た
低
炭
素
社
会
の
構
築

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
地
球
温
暖
化
の
原
因
で

あ
る
温
室
効
果
ガ
ス
の
排

出
削
減
や
吸
収
に
寄
与
す

る
地
域
の
特
色
を
活
か
し

た
様
々
な
取
組
を
行
い
、

圏
域
全
体
で
地
球
温
暖
化

対
策
を
推
進
し
、
低
炭
素

社
会
の
構
築
を
目
指
す
。

 

環
境
モ
デ
ル
都
市
と
し

て
、
環
境
モ
デ
ル
都
市
行

動
計
画
に
基
づ
い
た
先
駆

的
な
取
組
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
圏
域
へ
の
波
及

を
図
る
た
め
、
事
業
の
効

果
、
知
見
に
つ
い
て
の
情

報
提
供
や
連
携
に
必
要
な

調
整
を
行
う
。

 

低
炭
素
社
会
の
構
築
に

向
け
た
取
組
を
甲
と
連
携

し
て
推
進
す
る
。

 

 

６
 
防
災

 
 
（
１
）
地
域
防
災
体
制
の
構
築

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
圏
域
の
防
災
力
の
向
上

を
図
る
た
め
、
大
規
模
災

害
発
生
時
に
お
け
る
相
互

応
援
体
制
を
構
築
す
る
。

 

ア
 
大
規
模
災
害
時
に
お

け
る
災
害
備
蓄
品
や
避

難
施
設
の
提
供
、
職
員

の
派
遣
な
ど
圏
域
内
の

相
互
応
援
体
制
を
整
備

す
る
。

 
イ
 
甲
の
地
域
に
お
け
る

防
災
体
制
の
充
実
に
努

め
る
。

 

ア
 
甲
と
連
携
し
、
大
規

模
災
害
時
に
お
け
る
災

害
備
蓄
品
や
避
難
施
設

の
提
供
、
職
員
の
派
遣

な
ど
圏
域
内
の
相
互
応

援
体
制
を
整
備
す
る
。

 
イ
 
乙
の
地
域
に
お
け
る

防
災
体
制
の
充
実
に
努

め
る
。

 
 

６
 
防
災

 
 
（
１
）
地
域
防
災
体
制
の
構
築

 
取
組
内
容

 
甲
の
役
割

 
乙
の
役
割

 
圏
域
の
防
災
力
の
向
上

を
図
る
た
め
、
大
規
模
災

害
発
生
時
に
お
け
る
相
互

応
援
体
制
を
構
築
す
る
。

 

ア
 
大
規
模
災
害
時
に
お

け
る
災
害
備
蓄
品
や
避

難
施
設
の
提
供
、
職
員

の
派
遣
な
ど
圏
域
内
の

相
互
応
援
体
制
を
整
備

す
る
。

 
イ
 
甲
の
地
域
に
お
け
る

防
災
体
制
の
充
実
に
努

め
る
。

 

ア
 
甲
と
連
携
し
、
大
規

模
災
害
時
に
お
け
る
災

害
備
蓄
品
や
避
難
施
設

の
提
供
、
職
員
の
派
遣

な
ど
圏
域
内
の
相
互
応

援
体
制
を
整
備
す
る
。

 
イ
 
乙
の
地
域
に
お
け
る

防
災
体
制
の
充
実
に
努

め
る
。
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（議案第６号 説明資料） 

 
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の要旨 

 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

 刑法等の一部を改正する法律が令和７年６月１日から施行され、「懲

役」及び「禁固・禁錮」の廃止に伴い、これらに代えて、新たに「拘

禁刑」が創設されることとなった。 

この法改正に伴い、本町の条例中で規定している「懲役」及び「禁

錮・禁固」について、「拘禁刑」への改正を行う。 

 

  

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

懲役・禁錮・禁固を拘禁刑へ改正する。 

  ＜該当条例＞ 

①職員の給与に関する条例 

②士幌町表彰条例 

③士幌町消防団条例 

④士幌町個人情報保護法施行条例 

⑤士幌町議会の個人情報の保護に関する条例 

 

２ 施行期日 

  令和７年６月１日 

※罰則の適用等に関する経過措置、人の資格に関する経過措置及び

職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置を設けてい

る。 
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議
案
第
６
号
 
説
明
資
料
（
第
１
条
関
係
）

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
31
年
条
例
第
20
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
期
末
手
当
の
支
給
制
限
）
 

（
期
末
手
当
の
支
給
制
限
）
 

第
14
条
の
２
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
４
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。
 

第
14
条
の
２
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
（
第
４
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当
）
は
、
支
給
し
な
い
。
 

(1
)・

(2
) 
（
略
）
 

(1
)・

(2
) 
（
略
）
 

(3
) 
基
準
日
前
１
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
２
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た

日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
 

(3
) 
基
準
日
前
１
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日

ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
２
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
離
職
し
た

日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮
  
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
 

(4
) 
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た

者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為

に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
 

(4
) 
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た

者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為

に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
  
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者
 

（
期
末
手
当
の
一
時
差
止
）
 

（
期
末
手
当
の
一
時
差
止
）
 

第
14
条
の
３
 
任
命
権
者
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
職
員

で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
14
条
の
３
 
任
命
権
者
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
職
員

で
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
) 
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行

為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て

拘
禁
刑
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
13
1号

）
第
６
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
き
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
３
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
 

(1
) 
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行

為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
者
が
起
訴
（
当
該
起
訴
に
係
る
犯
罪
に
つ
い
て

禁
錮
  
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
23
年
法
律

第
13
1号

）
第
６
編
に
規
定
す
る
略
式
手
続
き
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
第
３
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
さ
れ
、
そ
の
判
決
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
 

(2
) 
（
略
）
 

(2
) 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
任
命
権
者
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至

３
 
任
命
権
者
は
、
一
時
差
止
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
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議
案
第
６
号
 
説
明
資
料
（
第
１
条
関
係
）

 

改
正
案
 

現
 
行
 

っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
３
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の

在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ

を
取
り
消
す
こ
と
が
一
時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
 

っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
第
３
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
の

在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
現
に
逮
捕
さ
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
こ
れ

を
取
り
消
す
こ
と
が
一
時
差
止
処
分
の
目
的
に
明
ら
か
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。
 

(1
) 
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
行
為
に
係
る

刑
事
事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
 

(1
) 
一
時
差
止
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
一
時
差
止
処
分
の
理
由
と
な
っ
た
行
為
に
係
る

刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
  
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
 

(2
)・

(3
) 
（
略
）
 

(2
)・

(3
) 
（
略
）
 

４
～
７
 
（
略
）
 

４
～
７
 
（
略
）
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議
案
第
６
号
 
説
明
資
料
（
第
２
条
関
係
）

 

士
幌
町
表
彰
条
例
（
平
成
12
年
条
例
第
10
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
雑
則
）
 

（
雑
則
）
 

第
８
条
 
第
２
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
表
彰
の
対
象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

第
８
条
 
第
２
条
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
表
彰
の
対
象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

(1
)・

(2
) 
（
略
）
 

(1
)・

(2
) 
（
略
）
 

(3
) 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
っ
た
日
か
ら
当
該
刑
期
の
３
倍

に
相
当
す
る
期
間
又
は
そ
の
執
行
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
当
該
刑

期
の
1.
5倍

に
相
当
す
る
期
間
を
経
過
し
な
い
者
 

(3
) 
禁
錮こ

刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
っ
た
日
か
ら
当
該
刑
期
の
３
倍

に
相
当
す
る
期
間
又
は
そ
の
執
行
猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
当
該
刑

期
の
1.
5倍

に
相
当
す
る
期
間
を
経
過
し
な
い
者
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議
案
第
６
号
 
説
明
資
料
（
第
３
条
関
係
）

 

士
幌
町
消
防
団
条
例
（
平
成
27
年
条
例
第
41
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
欠
格
事
項
）
 

（
欠
格
事
項
）
 

第
７
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
団
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

第
７
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
団
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

(1
) 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
の
者
又
は
そ
の
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

(1
) 
禁
錮
  
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
の
者
又
は
そ
の
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者
 

(2
)・

(3
) 
（
略
）
 

(2
)・

(3
) 
（
略
）
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議
案
第
６
号
 
説
明
資
料
（
第
４
条
関
係
）

 

士
幌
町
個
人
情
報
保
護
法
施
行
条
例
（
令
和
５
年
条
例
第
３
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

附
 
則
 

附
 
則
 

（
経
過
措
置
）
 

（
経
過
措
置
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

第
３
条
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

２
～
４
 
（
略
）
 

５
 
次
に
掲
げ
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実

施
機
関
が
保
有
し
て
い
た
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
旧
条
例
第
２
条
第

５
号
に
規
定
す
る
公
文
書
（
以
下
「
旧
公
文
書
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
特
定
の
旧
個

人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た

も
の
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
こ
の
条
例

の
施
行
後
に
提
供
し
た
と
き
は
、
２
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。
 

５
 
次
に
掲
げ
る
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
旧
実

施
機
関
が
保
有
し
て
い
た
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
旧
条
例
第
２
条
第

５
号
に
規
定
す
る
公
文
書
（
以
下
「
旧
公
文
書
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
特
定
の
旧
個

人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た

も
の
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
こ
の
条
例

の
施
行
後
に
提
供
し
た
と
き
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
  
又
は
10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。
 

(1
)・

(2
) 
（
略
）
 

(1
)・

(2
) 
（
略
）
 

６
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
旧
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て

い
る
旧
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
50
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。
 

６
 
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
旧
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て

い
る
旧
個
人
情
報
を
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
  
又
は
50
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。
 

７
 
（
略
）
 

７
 
（
略
）
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議
案
第
６
号
 
説
明
資
料
（
第
５
条
関
係
）

 

士
幌
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
５
年
条
例
第
11
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

第
53
条
 
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
９
条
第
２
項
若
し
く
は
第
15
条
第
５
項
の

委
託
を
受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い

て
個
人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
若
し
く
は
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
し
て
い
る
派

遣
労
働
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
個
人

の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第
２
条
第
５
項
第
１
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と

き
は
、
２
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
53
条
 
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第
９
条
第
２
項
若
し
く
は
第
15
条
第
５
項
の

委
託
を
受
け
た
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
又
は
議
会
に
お
い

て
個
人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
若
し
く
は
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
し
て
い
る
派

遣
労
働
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
個
人

の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第
２
条
第
５
項
第
１
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
（
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も
の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と

き
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
  
又
は
10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
54
条
 
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
保
有
個
人
情
報
を
自
己

若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
１

年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
54
条
 
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
保
有
個
人
情
報
を
自
己

若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
１

年
以
下
の
懲
役
  
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
55
条
 
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的

で
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
を
収
集
し

た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
55
条
 
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的

で
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
を
収
集
し

た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
  
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
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（議案第７号 説明資料） 

 
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する 

条例の要旨 
 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

 地方自治法の一部を改正する法律が令和６年６月 26 日に公布

され、第 243 条の２の７が新設されることとなり条ずれが生じた

ことから、本町の条例中で影響のある条例の改正を行う。 

 

  

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

地方自治法に特定歳入等の収納が追加されたことによる、条ず

れ。 

  ＜該当条例＞ 

①士幌町監査委員条例 

②士幌町国民健康保険病院事業条例 

③士幌町簡易水道事業の設置等に関する条例 

④士幌町下水道事業の設置等に関する条例 

 

２ 施行期日 

  公布の日（令和６年６月 26 日）から起算して２年６月を超え

ない範囲内において政令で定める日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 20 -



議
案
第
７
号
 
説
明
資
料
（
第
１
条
関
係
）

 

士
幌
町
監
査
委
員
条
例
（
平
成
８
年
条
例
第
１
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
請
求
、
要
求
又
は
委
任
に
よ
る
監
査
）
 

（
請
求
、
要
求
又
は
委
任
に
よ
る
監
査
）
 

第
４
条
 
監
査
委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
監
査
の
請
求
、
要
求
又
は
委
任
が
あ
っ
た
と

き
は
、
す
み
や
か
に
監
査
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
４
条
 
監
査
委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
監
査
の
請
求
、
要
求
又
は
委
任
が
あ
っ
た
と

き
は
、
す
み
や
か
に
監
査
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 
法
第
75
条
第
１
項
、
第
98
条
第
２
項
、
第
24
2条

第
１
項
又
は
第
24
3条

の
２
の
９
第

３
項
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
29
2号

。
以
下
「
地
公
企
法
」
と
い
う
。
）

第
34
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
 

(1
) 
法
第
75
条
第
１
項
、
第
98
条
第
２
項
、
第
24
2条

第
１
項
又
は
第
24
3条

の
２
の
８
第

３
項
（
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
27
年
法
律
第
29
2号

。
以
下
「
地
公
企
法
」
と
い
う
。
）

第
34
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
監
査
の
請
求
 

(2
) 
（
略
）
 

(2
) 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
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議
案
第
７
号
 
説
明
資
料
（
第
２
条
関
係
）

 

士
幌
町
国
民
健
康
保
険
病
院
事
業
条
例
（
平
成
20
年
条
例
第
13
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

第
８
条
 
法
第
34
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
3条

の
２
の
９
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の

免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る

賠
償
額
が
10
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

第
８
条
 
法
第
34
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
3条

の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
病
院
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任
の

免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係
る

賠
償
額
が
10
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
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議
案
第
７
号
 
説
明
資
料
（
第
３
条
関
係
）

 

士
幌
町
簡
易
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
６
年
条
例
第
12
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

第
５
条
 
法
第
34
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
3条

の
２
の
９
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
簡
易
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責

任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に

係
る
賠
償
額
が
10
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

第
５
条
 
法
第
34
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
3条

の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
簡
易
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責

任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に

係
る
賠
償
額
が
10
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
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議
案
第
７
号
 
説
明
資
料
（
第
４
条
関
係
）

 

士
幌
町
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
６
年
条
例
第
13
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）
 

第
５
条
 
法
第
34
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
3条

の
２
の
９
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任

の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係

る
賠
償
額
が
10
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

第
５
条
 
法
第
34
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
3条

の
２
の
８
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
賠
償
責
任

の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責
任
に
係

る
賠
償
額
が
10
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。
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（議案第８号 説明資料） 

 
士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の要旨 

 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

 令和４年度から医療費の助成を受けることができる対象者を高校生

まで拡大している。対象者の拡大に伴い、条例名等を対象者の範囲に

適した「乳幼児等」から「子ども」に文言を改めるほか、償還払いに

よる助成の申請期間について、長の裁量要件を加えるため、改正する

もの。 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

（１）題名の改正 

「士幌町子ども医療費の助成に関する条例」に改正する。 

 

（２）条例内にある「乳幼児等」を「子ども」に改正する。 

 

（３）償還払いによる助成の申請期間について、「町長が認める場合を

除き」を加える。 

 

２ 施行期日 

  令和７年８月１日 

※償還払いによる助成の申請期間に係る改正については、公布の日

から施行する。 
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議
案
第
８
号
 
説
明
資
料

 

士
幌
町
乳
幼
児
等
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
年
条
例
第
３
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

士
幌
町
子
ど
も
  
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

 
士
幌
町
乳
幼
児
等
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

 
（
目
的
）
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
子
ど
も
  
の
保
護
者
に
対
し
、
子
ど
も
  
に
係
る
医
療
費
の
一
部

を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
  
の
保
健
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
子
ど
も
  
の
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
乳
幼
児
等
の
保
護
者
に
対
し
、
乳
幼
児
等
に
係
る
医
療
費
の
一
部

を
助
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
乳
幼
児
等
の
保
健
の
向
上
を
図
り
、
も
っ
て
乳
幼
児
等
の
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
子
ど
も
  
」
と
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
い
う
。
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
乳
幼
児
等
」
と
は
、
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３

月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
を
い
う
。
 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
は
、
子
ど
も
  
の
親
権
を
行
う
者
、
後
見
人
そ
の

他
の
者
で
現
に
子
ど
も
  
を
監
護
す
る
者
を
い
う
。
 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
護
者
」
と
は
、
乳
幼
児
等
の
親
権
を
行
う
者
、
後
見
人
そ
の

他
の
者
で
現
に
乳
幼
児
等
を
監
護
す
る
者
を
い
う
。
 

３
～
８
 
（
略
）
 

３
～
８
 
（
略
）
 

（
対
象
者
）
 

（
対
象
者
）
 

第
３
条
 
こ
の
条
例
に
よ
る
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
対
象

者
」
と
い
う
。
）
は
、
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
組
合
員
又
は

被
扶
養
者
で
あ
り
、
か
つ
、
本
町
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
保
護
者
の
子
ど
も
  
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
ど
も
  
は
除
く
も
の
と
す
る
。
 

第
３
条
 
こ
の
条
例
に
よ
る
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
対
象

者
」
と
い
う
。
）
は
、
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
被
保
険
者
若
し
く
は
組
合
員
又
は

被
扶
養
者
で
あ
り
、
か
つ
、
本
町
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
保
護
者
の
乳
幼
児
等
と
す

る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
乳
幼
児
等
は
除
く
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 
生
活
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
14
4号

）
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
を
受
け
て
い

る
子
ど
も
  
 

(1
) 
生
活
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
14
4号

）
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
を
受
け
て
い

る
乳
幼
児
等
 

(2
) 
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4号

）
第
27
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
措

置
に
よ
り
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
里
親
に
委
託
さ
れ
、

又
は
別
に
定
め
る
施
設
に
入
所
し
、
医
療
の
給
付
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
  
 

(2
) 
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
16
4号

）
第
27
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
措

置
に
よ
り
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
若
し
く
は
里
親
に
委
託
さ
れ
、

又
は
別
に
定
め
る
施
設
に
入
所
し
、
医
療
の
給
付
を
受
け
て
い
る
乳
幼
児
等
 

(3
) 
（
略
）
 

(3
) 
（
略
）
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議
案
第
８
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

(4
) 
士
幌
町
重
度
心
身
障
害
者
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
48
年
条
例
第
26
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

子
ど
も
  
 

(4
) 
士
幌
町
重
度
心
身
障
害
者
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
48
年
条
例
第
26
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

乳
幼
児
等
 

（
助
成
の
範
囲
等
）
 

（
助
成
の
範
囲
等
）
 

第
７
条
 
助
成
の
額
は
、
医
療
費
か
ら
基
本
利
用
料
並
び
に
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
付

加
給
付
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
士
幌
町
重
度
心
身
障

害
者
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
助
成
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
子
ど
も
  
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
の
規
定
の
適
用
を
優
先
し
、
同
条

例
の
規
定
に
よ
り
助
成
を
受
け
た
額
を
医
療
費
か
ら
控
除
し
て
得
た
額
を
助
成
の
額
の
算

定
対
象
と
す
る
。
 

第
７
条
 
助
成
の
額
は
、
医
療
費
か
ら
基
本
利
用
料
並
び
に
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
付

加
給
付
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
士
幌
町
重
度
心
身
障

害
者
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
助
成
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
乳
幼
児
等
に
つ
い
て
は
、
同
条
例
の
規
定
の
適
用
を
優
先
し
、
同
条

例
の
規
定
に
よ
り
助
成
を
受
け
た
額
を
医
療
費
か
ら
控
除
し
て
得
た
額
を
助
成
の
額
の
算

定
対
象
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
償
還
払
い
に
よ
る
助
成
）
 

（
償
還
払
い
に
よ
る
助
成
）
 

第
８
条
の
２
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
別
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
助
成
す
る
額
を
保
護
者
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
保
護
者
か
ら
の
助
成
申
請
に
基
づ
き
行
う
場
合
の
申
請
期
間
に
つ
い
て
は
、
町
長
が

認
め
る
場
合
を
除
き
医
療
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
以
内
と

す
る
。
 

第
８
条
の
２
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
別
に
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
助
成
す
る
額
を
保
護
者
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
保
護
者
か
ら
の
助
成
申
請
に
基
づ
き
行
う
場
合
の
申
請
期
間
に
つ
い
て
は
、
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
医
療
を
受
け
た
日
の
属
す
る
月
の
末
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
以
内
と

す
る
。
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（議案第９号 説明資料） 

 
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に 

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す 

る条例の要旨 
 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、標準化

基準に適合する基幹業務システムへの移行を令和７年度末までに目指

すとされている。システムの統一・標準化に伴い、「住登外者宛名番号

管理機能」を実装する場合には、個人番号の独自利用と同様に条例で

規定する必要があることが国から通知されたところである。 

上記に伴う改正を行うとともに、士幌町乳幼児等医療費の助成に関

する条例の改正に対応するため、条例を改正するもの。 

 

※「住登外者宛名番号管理機能」 

   住登外者を地方公共団体内で特定する住登外者宛名番号を付番

及び管理するための機能 

 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

（１）住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報（住登外者宛名

情報）に関する規定の追加 

 

（２）士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の改正に伴う文言の整 

  理 

 

（３）その他文言の整理 

 

２ 施行期日 

  令和７年８月１日 

  ※士幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条

例の施行日に合わせることとする。 
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議
案
第
９
号
 
説
明
資
料

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
（
平
成
27
年
条
例
第
46
号
）

新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
４
条
関
係
）
 

機
関
 

事
務
 

１
 
町
長
 

町
が
設
置
す
る
住
宅
等
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の
 

２
 
町
長
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
者
負
担
軽
減
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の
 

３
 
町
長
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の
給
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の
 

４
 
町
長
 

心
身
障
害
者
の
福
祉
に
係
る
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

５
 
町
長
 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
（
平
成
17
年
法
律
第
12
3号

）
に
基
づ
く
地
域
生
活
支
援
事
業
の

実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

６
 
町
長
 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
に
併
せ
て
そ
の
他

の
給
付
等
を
実
施
し
て
い
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

７
 
町
長
 

子
ど
も
の
保
護
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

８
 
町
長
 

重
度
心
身
障
害
者
並
び
に
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
母
又
は
父
及
び
児
童

に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の
 

９
 
町
長
 

住
登
外
者
宛
名
番
号
管
理
機
能
に
よ
る
住
登
外
者
の
情
報
の
管
理
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

機
関
 

事
務
 

１
 
町
長
 

町
が
設
置
す
る
住
宅
等
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の
 

２
 
町
長
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
者
負
担
軽
減
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の
 

３
 
町
長
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の
給
付
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る

も
の
 

４
 
町
長
 

心
身
障
害
者
の
福
祉
に
係
る
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

５
 
町
長
 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
（
平
成
17
年
法
律
第
12
3号

）
に
基
づ
く
地
域
生
活
支
援
事
業
の

実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

６
 
町
長
 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
に
併
せ
て
そ
の
他

の
給
付
等
を
実
施
し
て
い
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

７
 
町
長
 

乳
幼
児
等
の
保
護
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

８
 
町
長
 

重
度
心
身
障
害
者
並
び
に
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
母
ま
た
は
父
及
び
児

童
に
対
す
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の
 

９
 
教
育
委
員
会
 

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
以
外
の
事
務
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
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議
案
第
９
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

10
 
教
育
委
員
会
 

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
以
外
の
事
務
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

11
 
教
育
委
員
会
 

就
学
援
助
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

12
 
教
育
委
員
会
 

住
登
外
者
宛
名
番
号
管
理
機
能
に
よ
る
住
登
外
者
の
情
報
の
管
理
に

関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

 

10
 
教
育
委
員
会
 

就
学
援
助
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

 

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
４
条
関
係
）
 

機
関
 

事
務
 

特
定
個
人
情
報
 

１
 
町
長
 

町
が
設
置
す
る
住
宅
等
の
管
理
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
又
は
住
登

外
者
宛
名
情
報
 

２
 
町
長
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
者
負
担
軽
減
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
、
住
登
外
者

宛
名
情
報
又
は
介
護
保

険
給
付
等
関
係
情
報
 

３
 
町
長
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の
給
付
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

年
金
給
付
関
係
情
報
又

は
住
登
外
者
宛
名
情
報
 

４
 
町
長
 

心
身
障
害
者
の
福
祉
に
係
る
手
当
等
の
支

給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
又
は
住
登

外
者
宛
名
情
報
 

５
 
町
長
 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年

法
律
第
12
3号

）
に
基
づ
く
地
域
生
活
支
援

事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
、
住
登
外
者

宛
名
情
報
又
は
生
活
保

護
関
係
情
報
 

６
 
町
長
 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

機
関
 

事
務
 

特
定
個
人
情
報
 

１
 
町
長
 

町
が
設
置
す
る
住
宅
等
の
管
理
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
ま
た

は
住
民
票
関
係
情
報
 

２
 
町
長
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
者
負
担
軽
減
に
関

す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
ま
た
は
介

護
保
険
給
付
等
関
係
情

報
 

３
 
町
長
 

介
護
サ
ー
ビ
ス
等
の
給
付
に
関
す
る
事
務

で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

年
金
給
付
関
係
情
報
 

４
 
町
長
 

心
身
障
害
者
の
福
祉
に
係
る
手
当
等
の
支

給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
ま
た

は
住
民
票
関
係
情
報
 

５
 
町
長
 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年

法
律
第
12
3号

）
に
基
づ
く
地
域
生
活
支
援

事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
ま
た
は
生

活
保
護
関
係
情
報
 

６
 
町
長
 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す

る
事
務
に
併
せ
て
そ
の
他
の
給
付
等
を
実

地
方
税
関
係
情
報
ま
た

は
住
民
票
関
係
情
報
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議
案
第
９
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

る
事
務
に
併
せ
て
そ
の
他
の
給
付
等
を
実

施
し
て
い
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の
 

票
関
係
情
報
又
は
住
登

外
者
宛
名
情
報
 

７
 
町
長
 

子
ど
も
の
保
護
者
に
対
す
る
医
療
費
の
助

成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
、
住
登
外
者

宛
名
情
報
、
医
療
保
険
給

付
関
係
情
報
又
は
士
幌

町
重
度
心
身
障
害
者
及

び
ひ
と
り
親
家
庭
等
の

医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
条
例
に
よ
る
重
度
心

身
障
害
者
並
び
に
ひ
と

り
親
家
庭
等
の
母
又
は

父
及
び
児
童
に
対
す
る

医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
情
報
（
以
下
「
重
度
及

び
ひ
と
り
親
医
療
費
関

係
情
報
」
と
い
う
。
）
 

８
 
町
長
 

重
度
心
身
障
害
者
並
び
に
ひ
と
り
親
家
庭

等
の
母
又
は
父
及
び
児
童
に
対
す
る
医
療

費
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則

で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
、
住
登
外
者

宛
名
情
報
、
医
療
保
険
給

付
関
係
情
報
、
障
害
者
関

係
情
報
又
は
士
幌
町
子

ど
も
医
療
費
の
助
成
に

関
す
る
条
例
に
よ
る
子

施
し
て
い
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め

る
も
の
 

７
 
町
長
 

乳
幼
児
等
の
保
護
者
に
対
す
る
医
療
費
の

助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
、
医
療
保
険

給
付
関
係
情
報
ま
た
は

士
幌
町
重
度
心
身
障
害

者
及
び
ひ
と
り
親
家
庭

等
の
医
療
費
の
助
成
に

関
す
る
条
例
に
よ
る
重

度
心
身
障
害
者
並
び
に

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
母

ま
た
は
父
及
び
児
童
に

対
す
る
医
療
費
の
助
成

に
関
す
る
情
報
 

８
 
町
長
 

重
度
心
身
障
害
者
並
び
に
ひ
と
り
親
家
庭

等
の
母
ま
た
は
父
及
び
児
童
に
対
す
る
医

療
費
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規

則
で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
、
医
療
保
険

給
付
関
係
情
報
、
障
害
者

関
係
情
報
ま
た
は
士
幌

町
乳
幼
児
等
医
療
費
の

助
成
に
関
す
る
条
例
に

よ
る
乳
幼
児
等
の
保
護

者
に
対
す
る
医
療
費
の

助
成
に
関
す
る
情
報
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議
案
第
９
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

ど
も
の
保
護
者
に
対
す

る
医
療
費
の
助
成
に
関

す
る
情
報
（
以
下
「
子
ど

も
医
療
費
関
係
情
報
」
と

い
う
。
）
 

９
 
町
長
 

住
登
外
者
宛
名
番
号
管
理
機
能
に
よ
る
住

登
外
者
の
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

地
方
税
関
係
情
報
、
住
民

票
関
係
情
報
、
介
護
保
険

給
付
等
関
係
情
報
、
年
金

給
付
関
係
情
報
、
生
活
保

護
関
係
情
報
、
医
療
保
険

給
付
関
係
情
報
、
障
害
者

関
係
情
報
、
重
度
及
び
ひ

と
り
親
医
療
費
関
係
情

報
又
は
子
ど
も
医
療
費

関
係
情
報
 

 

別
表
第
３
（
第
５
条
関
係
）
 

別
表
第
３
（
第
５
条
関
係
）
 

情
報
照
会
機
関
 

事
務
 

情
報
提
供
機
関
 

特
定
個
人
情
報
 

１
 
教
育
委
員
会
 

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費

の
支
給
に
関
す
る
事
務
以
外

の
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の
 

町
長
 

地
方
税
関
係
情
報
、

住
民
票
関
係
情
報
又

は
住
登
外
者
宛
名
情

報
 

２
 
教
育
委
員
会
 

就
学
援
助
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 町

長
 

地
方
税
関
係
情
報
、

住
民
票
関
係
情
報
、

住
登
外
者
宛
名
情
報

又
は
就
学
支
援
金
の

情
報
照
会
機
関
 

事
務
 

情
報
提
供
機
関
 

特
定
個
人
情
報
 

１
 
教
育
委
員
会
 

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費

の
支
給
に
関
す
る
事
務
以
外

の
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の
 

町
長
 

地
方
税
関
係
情
報
ま

た
は
住
民
票
関
係
情

報
 

２
 
教
育
委
員
会
 

就
学
援
助
に
関
す
る
事
務
で

あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 町

長
 

地
方
税
関
係
情
報
、

住
民
票
関
係
情
報
ま

た
は
就
学
支
援
金
の

支
給
に
関
す
る
情
報
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議
案
第
９
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

支
給
に
関
す
る
情
報
 

３
 
教
育
委
員
会
 

住
登
外
者
宛
名
番
号
管
理
機

能
に
よ
る
住
登
外
者
の
情
報

の
管
理
に
関
す
る
事
務
で
あ

っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の
 

町
長
 

住
登
外
者
宛
名
情
報

で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の
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（議案第10号 説明資料） 

 
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及 

び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 

整理に関する条例の要旨 
 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の施行に

伴い、育児、介護等による休暇の取得要件を緩和する。 

 

 

 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

（１）職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例（第１条） 

   ・第４条の４ 

     ～ 育児を行う職員の時間外勤務を、本人の申し出により制

限をするもので、これまでは、３歳未満の子を持つ親に限

られていたが、育児と同じく小学校就学前までの子を持つ

親まで拡大するもの。 

   ・第 12 条 

～ 文言整理 

   ・第 12 条の３（新設） 

～ 介護を必要とする状況に至った職員に対し、仕事と介

護を両立させることを目的とした、意向確認の面談等の

措置を講じる旨を規定する。 

 

（２）職員の育児休業等に関する条例（第２条） 

・第 20 条 

     ～ 法の改正に伴う引用条項の整理 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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議
案
第
1
0
号
 
説
明
資
料
（
第
１
条
関
係
）

 職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
40
年
条
例
第
７
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限
）
 

第
４
条
の
４
 
（
略
）
 

第
４
条
の
４
 
（
略
）
 

２
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養

育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
４
条
第
２
項
の
規
定
す
る

勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
任
命
権
者
は
、
３
歳
に
達
し
な
い
子
  
  
  
  
  
  
  
  
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養

育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第
４
条
第
２
項
の
規
定
す
る

勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

４
 
前
３
項
の
規
定
は
、
第
12
条
第
１
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る

も
の
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
小
学

校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ

る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後
10
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
第
２
項
及
び
前
項
中
「
小
学
校
就

学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
12

条
第
１
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と

い
う
。
）
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」

と
、
第
１
項
中
「
深
夜
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
10
時
か
ら
翌
日
の
午
前

５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
」
と
、
第
２
項
中
「
当
該
請
求
し
た
職
員
の
業
務

を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務

の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
及
び
前
項
の
規
定
は
、
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
１
項
中
「
小
学

校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ

る
も
の
が
、
深
夜
（
午
後
10
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
）
が
、
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
「
深
夜
に
お
け
る
」
と

あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後
10
時
か
ら
翌
日
の
午
前
５
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け

る
」
と
、
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

５
 
（
略
）
 

５
 
（
略
）
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議
案
第
1
0
号
 
説
明
資
料
（
第
１
条
関
係
）

 改
正
案
 

現
 
行
 

（
介
護
休
暇
）
 

（
介
護
休
暇
）
 

第
12
条
 
介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、

配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
（
第
12
条
の
３
第
１
項
に
お
い
て
「
配
偶
者

等
」
と
い
う
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
任

命
権
者
が
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の

各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
３
回
を
超
え
ず
、
か

つ
、
通
算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い

う
。
）
内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休

暇
と
す
る
。
 

第
12
条
 
介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関

係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
、

配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生

活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
介
護
を
す
る
た
め
、
任
命

権
者
が
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々

が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
３
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通

算
し
て
６
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間
（
以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）

内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す

る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）
 

第
12
条
の
３
 
任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況

に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介
護
と
の
両
立
に

資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介
護
両
立
支
援
制
度
等
」

と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、

請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を

確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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議
案
第
1
0
号
 
説
明
資
料
（
第
２
条
関
係
）

 

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
４
年
条
例
第
１
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
部
分
休
業
の
承
認
）
 

（
部
分
休
業
の
承
認
）
 

第
20
条
 
（
略
）
 

第
20
条
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ
き
、
当
該
非
常
勤

職
員
に
つ
い
て
１
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
５
時
間
45
分
を
減
じ
た
時
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育

児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
76
号
）
第

61
条
の
２
第
20
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
29
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
を

す
る
た
め
の
時
間
（
以
下
「
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て

勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
２
時
間
か

ら
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時

間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
）
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
１
日
に
つ
き
、
当
該
非
常
勤

職
員
に
つ
い
て
１
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
５
時
間
45
分
を
減
じ
た
時
間
を

超
え
な
い
範
囲
内
で
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
育
児
時
間
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育

児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
76
号
）
第

61
条
第
32
項
  
  
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
29
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
を

す
る
た
め
の
時
間
（
以
下
「
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て

勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
２
時
間
か

ら
当
該
育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時

間
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
）
行
う
も
の
と
す
る
。
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（議案第11号 説明資料） 

 
職員の勤務時間及び休日休暇等に関する条例の一部を改正する条例の要旨 

 
      
目 的 

 
 
 
 
 

 

職員の年次有給休暇や特別休暇取得の整理期間を暦年（１月～12

月）から年度（４月～３月）に改める。年度で整理することで、休暇

の取得状況の正確な把握や、休暇の法定取得義務の順守につなげる。 

 

 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

年次有給休暇は、毎年１月１日に最大 20 日間付与されていたが、

毎年４月１日に付与する。 

    

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 

  ※令和７年４月１日に新たに年次有給休暇を５日付与することで、

不利益が生じないようにする。 

        ※20 日/12 カ月×３カ月＝５日 

 

３ その他 

  規則で定められている特別休暇についても同様の整理を行う。 
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議
案
第
1
1
号
 
説
明
資
料

 

職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
40
年
条
例
第
７
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
年
次
有
給
休
暇
）
 

（
年
次
有
給
休
暇
）
 

第
８
条
 
年
次
有
給
休
暇
は
、
一
の
年
度
ご
と
に
お
け
る
休
暇
と
し
、
そ
の
日
数
は
、
一
の

年
度
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数

と
す
る
。
 

第
８
条
 
年
次
有
給
休
暇
は
、
一
の
年
  
ご
と
に
お
け
る
休
暇
と
し
、
そ
の
日
数
は
、
一
の

年
 
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数

と
す
る
。
 

(1
) 
（
略
）
 

(1
) 
（
略
）
 

(2
) 
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
年
度
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に

職
員
と
な
る
も
の
 
そ
の
年
の
在
職
期
間
を
考
慮
し
20
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則

で
定
め
る
日
数
 

(2
) 
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
年
  
の
中
途
に
お
い
て
新
た
に

職
員
と
な
る
も
の
 
そ
の
年
の
在
職
期
間
を
考
慮
し
20
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則

で
定
め
る
日
数
 

(3
) 
当
該
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
27
年
法
律
第
28
9号

）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
、
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
、

士
幌
町
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
国
家
公
務
員
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
の
う
ち
規
則
で
定

め
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関

係
に
関
す
る
法
律
適
用
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
当
該

年
度
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
職
員
 
地
方
公
営
企
業
等

の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
適
用
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
そ
の
在
職
期
間
中

に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
の
残
日
数
等
を
考
慮
し
、
20
日
に
次
項
の
規
則
で
定
め
る
日

数
を
加
え
た
日
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
日
数
 

(3
) 
当
該
年
  
の
前
年
  
に
お
い
て
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
27
年
法
律
第
28
9号

）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
、
特
別
職
に
属
す
る
地
方
公
務
員
、

士
幌
町
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
、
国
家
公
務
員
そ
の
他
そ
の
業
務
が
国
又
は
地

方
公
共
団
体
の
事
務
若
し
く
は
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
の
う
ち
規
則
で
定

め
る
も
の
に
使
用
さ
れ
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関

係
に
関
す
る
法
律
適
用
職
員
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
当
該

年
  
に
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
も
の
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
職
員
 
地
方
公
営
企
業
等

の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
適
用
職
員
等
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
そ
の
在
職
期
間
中

に
お
け
る
年
次
有
給
休
暇
の
残
日
数
等
を
考
慮
し
、
20
日
に
次
項
の
規
則
で
定
め
る
日

数
を
加
え
た
日
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
規
則
で
定
め
る
日
数
 

２
 
年
次
有
給
休
暇
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
規
則

で
定
め
る
日
数
を
限
度
と
し
て
、
当
該
年
度
の
翌
年
度
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
年
次
有
給
休
暇
（
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
規
則

で
定
め
る
日
数
を
限
度
と
し
て
、
当
該
年
  
の
翌
年
  
に
繰
り
越
す
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
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（議案第12号 説明資料） 

 

士幌町社会福祉委員会条例を廃止する条例の要旨 

 

      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

 士幌町社会福祉委員会の委員は、実質的に民生委員・児童委員が担っ

ており、役割を整理するため、条例を廃止するもの。 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な廃止内容 

  士幌町社会福祉委員会委員と民生委員・児童委員の役割の整理に伴

う条例の廃止 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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（議案第13号 説明資料） 

士幌町学校部活動地域展開準備会設置条例の要旨 

      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

国における「運動部活動の地域移行に関する検討会議」及び「文化

部活動の地域移行に関する検討会議」の提言等を踏まえ、「学校部活動

及び地域クラブの在り方等に関する総合ガイドライン」が示され、学

校における部活動の地域展開に係る取り組みの検討が必要である。   

少子化の中にあっても、将来にわたって、士幌町の子どもがスポー

ツや文化芸術に継続して親しむことができる機会を確保するため、地

域が主体となって、持続可能な活動ができるような組織を整備するた

めの協議を行うため、条例を制定するもの。 

 

 
概  要 

 

 

１ 主な制定内容 

本町における学校部活動地域展開に関し、準備会の目的を定め、並

びに、組織体制等を明らかにするとともに、部活動地域展開について

基本となる事項を定めるもの。 

特に、第３条の所掌事務については、具体的な協議事項を示し、準

備会での協議の円滑化を図るものとなっている。 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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（議案第14号 説明資料） 

 
報酬に関する条例の一部を改正する条例の要旨 

 
      
目 的 

 
 
 
 

 

次の理由により、報酬条例別表への新規追加、改正及び削除を行

う。 

① 現行の農業委員報酬額に、農業委員の活動日数の実績に対し加

算額を算定し、農地利用最適化交付金の範囲内で支払いを行う

規定を追加する改正 

② 士幌町社会福祉委員会の廃止に伴う項目の削除 

③ 士幌町学校部活動地域展開準備会の設置に伴う項目の新規追加 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

  ①農業委員 

会長「月額 56,000 円」、会長職務代理者「月額 40,000 円」、委

員「月額 36,000 円」の次に「及び年額として活動実績に応じて町

長が別に定める額」をそれぞれ加える。 

  ②士幌町社会福祉委員会 

   削除 

 ③士幌町学校部活動地域展開準備会 

  委員 日額 6,000 円 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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議
案
第
1
4
号
 
説
明
資
料
 

報
酬
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
31
年
条
例
第
24
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

区
分
 

報
酬
額
 

教
育
委
員
会
委
員
 

月
額
 
36
,0
00
円
 

農
業
委
員
 

会
長
 

月
額
 
56
,0
00
円
及
び
年
額
と
し
て

活
動
実
績
に
応
じ
て
町
長
が
別
に
定

め
る
額
 

会
長
職
務
代
理
者
 

月
額
 
40
,0
00
円
及
び
年
額
と
し
て

活
動
実
績
に
応
じ
て
町
長
が
別
に
定

め
る
額
 

委
員
 

月
額
 
36
,0
00
円
及
び
年
額
と
し
て

活
動
実
績
に
応
じ
て
町
長
が
別
に
定

め
る
額
 

監
査
委
員
 

識
見
者
 

月
額
 
11
5,
00
0円

 

議
会
選
出
 

月
額
 
36
,0
00
円
 

選
挙
管
理
委
員
会
 

委
員
長
 

日
額
 
8,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
7,
00
0円

 

補
充
員
 

日
額
 
7,
00
0円

 

公
平
委
員
会
 

委
員
長
 

日
額
 
8,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
7,
00
0円

 

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

選
挙
長
 

日
額
 
8,
00
0円

 

選
挙
長
職
務
代
理
者
 

日
額
 
7,
00
0円

 

区
分
 

報
酬
額
 

教
育
委
員
会
委
員
 

月
額
 
36
,0
00
円
 

農
業
委
員
 

会
長
 

月
額
 
56
,0
00
円
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
 

会
長
職
務
代
理
者
 

月
額
 
40
,0
00
円
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

委
員
 

月
額
 
36
,0
00
円
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

監
査
委
員
 

識
見
者
 

月
額
 
11
5,
00
0円

 

議
会
選
出
 

月
額
 
36
,0
00
円
 

選
挙
管
理
委
員
会
 

委
員
長
 

日
額
 
8,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
7,
00
0円

 

補
充
員
 

日
額
 
7,
00
0円

 

公
平
委
員
会
 

委
員
長
 

日
額
 
8,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
7,
00
0円

 

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

選
挙
長
 

日
額
 
8,
00
0円

 

選
挙
長
職
務
代
理
者
 

日
額
 
7,
00
0円
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議
案
第
1
4
号
 
説
明
資
料
 

改
正
案
 

現
 
行
 

投
票
所
の
投
票
管
理
者
 

日
額
 
8,
00
0円

 

投
票
所
の
投
票
管
理
者
職
務
代
理
者
 

日
額
 
7,
00
0円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
 

日
額
 
8,
00
0円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
職
務
代
理
者
 

日
額
 
7,
00
0円

 

開
票
管
理
者
 

日
額
 
8,
00
0円

 

開
票
管
理
者
職
務
代
理
者
 

日
額
 
7,
00
0円

 

選
挙
立
会
人
 

日
額
 
7,
00
0円

 

投
票
所
の
投
票
立
会
人
 

日
額
 
7,
00
0円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
立
会
人
 

日
額
 
7,
00
0円

 

開
票
立
会
人
 

日
額
 
7,
00
0円

 

社
会
教
育
委
員
 

議
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
公
民
館
運
営
審
議

会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
防
災
会
議
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
国
民
保
護
協
議
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
特
別
職
報
酬
等
審

議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
環
境
審
議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

民
生
委
員
推
薦
会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

投
票
所
の
投
票
管
理
者
 

日
額
 
8,
00
0円

 

投
票
所
の
投
票
管
理
者
職
務
代
理
者
 

日
額
 
7,
00
0円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
 

日
額
 
8,
00
0円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
管
理
者
職
務
代
理
者
 

日
額
 
7,
00
0円

 

開
票
管
理
者
 

日
額
 
8,
00
0円

 

開
票
管
理
者
職
務
代
理
者
 

日
額
 
7,
00
0円

 

選
挙
立
会
人
 

日
額
 
7,
00
0円

 

投
票
所
の
投
票
立
会
人
 

日
額
 
7,
00
0円

 

期
日
前
投
票
所
の
投
票
立
会
人
 

日
額
 
7,
00
0円

 

開
票
立
会
人
 

日
額
 
7,
00
0円

 

社
会
教
育
委
員
 

議
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
公
民
館
運
営
審
議

会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
防
災
会
議
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
国
民
保
護
協
議
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
特
別
職
報
酬
等
審

議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
環
境
審
議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
社
会
福
祉
委
員
会
 
委
員
長
 

年
額
 
60
,0
00
円
 

委
員
 

年
額
 
60
,0
00
円
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議
案
第
1
4
号
 
説
明
資
料
 

改
正
案
 

現
 
行
 

士
幌
町
農
業
振
興
基
金
運
用
委
員
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
功
労
者
選
考
委
員

会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
町
民
会
議
 

議
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
教
育
支
援
委
員
会
 
委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
運
営
委
員
会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

建
設
工
事
請
負
業
者
資
格
審
査
会
及
び
建
設
工
事
請

負
業
者
指
名
委
員
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
行
政
改
革
推
進
委

員
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
農
業
振
興
人
材
育
成
基
金
運
用
委
員
会
委
員
 
日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
公
共
料
金
等
審
議

会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
事
業
基
金
管
理
協
議

会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
酪
農
振
興
基
金
運
用
委
員
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
農
地
等
交
換
分
合
事
業
推
進
委
員
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
懲
戒
審
査
委
員
会
 
委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

民
生
委
員
推
薦
会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
農
業
振
興
基
金
運
用
委
員
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
功
労
者
選
考
委
員

会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
町
民
会
議
 

議
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
教
育
支
援
委
員
会
 
委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
学
校
給
食
セ
ン
タ

ー
運
営
委
員
会
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

建
設
工
事
請
負
業
者
資
格
審
査
会
及
び
建
設
工
事
請

負
業
者
指
名
委
員
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
行
政
改
革
推
進
委

員
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
農
業
振
興
人
材
育
成
基
金
運
用
委
員
会
委
員
 
日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
公
共
料
金
等
審
議

会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
事
業
基
金
管
理
協
議

会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
酪
農
振
興
基
金
運
用
委
員
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
農
地
等
交
換
分
合
事
業
推
進
委
員
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円
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議
案
第
1
4
号
 
説
明
資
料
 

改
正
案
 

現
 
行
 

士
幌
町
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
男
女
共
同
参
画
審

議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

学
校
運
営
協
議
会
、
認
定
こ

ど
も
園
運
営
協
議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
保
健
医
療
福
祉
総

合
推
進
協
議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
運
営
協
議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
予
防
接
種
健
康
被

害
調
査
委
員
会
 

委
員
長
 

日
額
 
12
,0
00
円
 

委
員
 

日
額
 
12
,0
00
円
 

士
幌
町
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
行
政
不
服
審
査
会
 
会
長
 

日
額
 
12
,0
00
円
 

委
員
 

日
額
 
12
,0
00
円
 

士
幌
町
地
方
創
生
推
進
会

議
 

大
学
教
授
等
 

日
額
 
10
,0
00
円
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
空
家
等
対
策
協
議

会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
成
年
後
見
制
度
申
立
審
査
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
退
所
検
討
委
員

会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
懲
戒
審
査
委
員
会
 
委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
男
女
共
同
参
画
審

議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

学
校
運
営
協
議
会
、
認
定
こ

ど
も
園
運
営
協
議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
保
健
医
療
福
祉
総

合
推
進
協
議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
運
営
協
議
会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
予
防
接
種
健
康
被

害
調
査
委
員
会
 

委
員
長
 

日
額
 
12
,0
00
円
 

委
員
 

日
額
 
12
,0
00
円
 

士
幌
町
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
行
政
不
服
審
査
会
 
会
長
 

日
額
 
12
,0
00
円
 

委
員
 

日
額
 
12
,0
00
円
 

士
幌
町
地
方
創
生
推
進
会

議
 

大
学
教
授
等
 

日
額
 
10
,0
00
円
 

委
員
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
空
家
等
対
策
協
議

会
 

会
長
 

日
額
 
7,
00
0円

 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
成
年
後
見
制
度
申
立
審
査
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円
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議
案
第
1
4
号
 
説
明
資
料
 

改
正
案
 

現
 
行
 

士
幌
町
認
知
症
高
齢
者
及
び
障
が
い
者
緊
急
支
援
事

業
利
用
判
定
等
会
議
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
地
域
ケ
ア
会
議
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
農
業
委
員
会
委
員
候
補
者
評
価
委
員
会
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
開
町
記
念
事
業
検
討
委
員
会
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ

テ
ィ
推
進
協
議
会
 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
 

日
額
 
10
,0
00
円
 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
学
校
部
活
動
地
域
展
開
準
備
会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

そ
の
他
の
非
常
勤
職
員
 

毎
年
度
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 

 

士
幌
町
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
退
所
検
討
委
員

会
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
認
知
症
高
齢
者
及
び
障
が
い
者
緊
急
支
援
事

業
利
用
判
定
等
会
議
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
地
域
ケ
ア
会
議
委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
農
業
委
員
会
委
員
候
補
者
評
価
委
員
会
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
開
町
記
念
事
業
検
討
委
員
会
 

日
額
 
6,
00
0円

 

士
幌
町
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ

テ
ィ
推
進
協
議
会
 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
 

日
額
 
10
,0
00
円
 

委
員
 

日
額
 
6,
00
0円

 

そ
の
他
の
非
常
勤
職
員
 

毎
年
度
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。
 

 

備
考
 

備
考
 

１
 
日
額
報
酬
の
う
ち
１
回
の
要
務
時
間
が
３
時
間
未
満
の
場
合
は
、
標
記
金
額
の
２

分
の
１
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
 

１
 
日
額
報
酬
の
う
ち
１
回
の
要
務
時
間
が
３
時
間
未
満
の
場
合
は
、
標
記
金
額
の
２

分
の
１
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
 

２
 
日
額
報
酬
の
う
ち
１
回
の
要
務
時
間
が
６
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
は
、
標

記
金
額
の
２
分
の
１
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

２
 
日
額
報
酬
の
う
ち
１
回
の
要
務
時
間
が
６
時
間
以
上
９
時
間
未
満
の
場
合
は
、
標

記
金
額
の
２
分
の
１
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

３
 
日
額
報
酬
の
う
ち
１
回
の
要
務
時
間
が
９
時
間
以
上
の
場
合
は
、
標
記
金
額
に
２

を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
 

３
 
日
額
報
酬
の
う
ち
１
回
の
要
務
時
間
が
９
時
間
以
上
の
場
合
は
、
標
記
金
額
に
２

を
乗
じ
た
額
と
す
る
。
 

４
 
研
修
参
加
に
伴
う
報
酬
は
、
支
給
し
な
い
。
 

４
 
研
修
参
加
に
伴
う
報
酬
は
、
支
給
し
な
い
。
 

５
 
士
幌
町
予
防
接
種
健
康
被
害
調
査
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
、
士
幌
町
地
方
創
生

推
進
会
議
の
大
学
教
授
等
並
び
に
士
幌
町
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
推
進
協
議
会
の
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
の
日
額
報
酬
に
つ
い
て
は
、
備
考
１
か
ら
備
考
３
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。
 

５
 
士
幌
町
予
防
接
種
健
康
被
害
調
査
委
員
会
委
員
長
及
び
委
員
、
士
幌
町
地
方
創
生

推
進
会
議
の
大
学
教
授
等
並
び
に
士
幌
町
ゼ
ロ
カ
ー
ボ
ン
シ
テ
ィ
推
進
協
議
会
の
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
の
日
額
報
酬
に
つ
い
て
は
、
備
考
１
か
ら
備
考
３
の
規
定
は
適
用
し
な

い
。
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（議案第15号 説明資料） 

 
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の要旨 

 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

国家公務員の給与に関する法律の改正（人事院勧告）に基づき、給

料表の改定及び扶養手当の支給要件等の改正を行う。 

 

 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

（１）給料表の改定 

   ３級～６級の給料表について、初号近辺の号俸をカットし、各級

の初号の額を引き上げる。 

  ※早期の昇格時などの給与を改善する。 

 

（２）扶養手当 

配偶者の手当を廃止し、子の手当を拡大する。 

 R6 R7 R8 

配偶者 6,500 円 3,000 円 0 円 

子ども 10,000 円 11,500 円 13,000 円 

    ※令和７年度は経過措置 

 

（３）管理職特別勤務手当の支給要件の拡大 

災害等の対応のため管理職員が平日の正規の勤務時間外に勤務

した場合、従前は午前０時から午前５時を対象としていたものを、

午後 10 時から午前５時に拡大する。 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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議
案
第
1
5
号
 
説
明
資
料

 

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
31
年
条
例
第
20
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
扶
養
手
当
）
 

（
扶
養
手
当
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

第
７
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
扶
養
親
族
と
は
次
に
掲
げ
る
者
で
、
他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
職

員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

２
 
前
項
の
扶
養
親
族
と
は
次
に
掲
げ
る
者
で
、
他
に
生
計
の
途
が
な
く
主
と
し
て
そ
の
職

員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。
 

 
(1
) 
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
 

(1
) 
（
略
）
 

(2
) 
（
略
）
 

(2
) 
（
略
）
 

(3
) 
（
略
）
 

(3
) 
（
略
）
 

(4
) 
（
略
）
 

(4
) 
（
略
）
 

(5
) 
（
略
）
 

(5
) 
（
略
）
 

(6
) 
（
略
）
 

３
 
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
第
１
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
（
次
項
に
お
い
て
「
扶
養

親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
13
,0
00
円
、
扶
養
親
族
た
る
父
母

等
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
6,
50
0円

と
す
る
。
 

３
 
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
第
１
号
及
び
第
３
号
か
ら
第
６
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
6,
50
0円

、
同
項
第
２
号
に
該
当
す
る
扶
養

親
族
（
以
下
「
扶
養
親
族
た
る
子
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
10
,0
00
円
と

す
る
。
 

４
 
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
満
15
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
４
月
１
日
か
ら
満
22
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
に
あ

る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
5,
00

0円
に
当
該
期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定

に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

４
 
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
満
15
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
４
月
１
日
か
ら
満
22
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
あ

る
子
が
い
る
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
5,
00

0円
に
特
定
期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る
子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定

に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

５
 
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
扶
養
親
族
の
数
の
変
更
に
伴
う
支
給
額
の
改
定
そ

の
他
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
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議
案
第
1
5
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

第
８
条
 
削
除
 

第
８
条
 
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
又
は
、
職
員
に
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
職
員
は
直
ち
に
そ
の
旨
を

任
命
権
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 
新
た
に
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
具
備
す
る
に
至
っ
た
者
が
あ
る
場
合
 

(2
) 
扶
養
親
族
と
し
て
の
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
者
が
あ
る
場
合
（
扶
養
親
族
た
る
子
又

は
前
条
第
２
項
第
３
号
若
し
く
は
第
５
号
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
が
、
満
22
歳
に
達
し

た
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
の
経
過
に
よ
り
、
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ

た
場
合
を
除
く
。
）
 

２
 
扶
養
手
当
の
支
給
は
、
新
た
に
職
員
と
な
っ
た
者
に
扶
養
親
族
が
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
そ
の
者
が
職
員
と
な
っ
た
日
、
職
員
に
扶
養
親
族
で
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係

る
も
の
が
な
い
場
合
に
お
い
て
そ
の
職
員
に
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
と
き

は
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
開
始
し
、
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
が
離
職
し

又
は
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
者
が
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
、

扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
で
同
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の

全
て
が
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た

日
の
属
す
る
月
（
こ
れ
ら
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
前

月
）
を
も
っ
て
終
る
。
た
だ
し
、
扶
養
手
当
の
支
給
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
こ
れ
に
係
る
事
実
の
生
じ
た
日
か
ら
15
日
を
経
過
し
た
後
に
な
さ
れ
た
と

き
は
、
そ
の
届
出
を
受
理
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。
 

３
 
扶
養
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
日
の
属
す
る
月
）
か
ら
そ
の
支
給
額
を
改
定
す
る
。
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
第
１

号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
扶
養
手
当
の
支
給
額
の
改
定
つ
い
て
準
用
す
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議
案
第
1
5
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

る
。
 

(1
) 
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
に
更
に
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
事
実
が
生
じ
た
場

合
 

(2
) 
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
職
員
の
扶
養
親
族
で
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る

も
の
 
の
一
部
が
扶
養
親
族
た
る
要
件
を
欠
く
に
至
っ
た
場
合
 

(3
) 
職
員
の
扶
養
親
族
た
る
子
で
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
も
の
の
う
ち
特
定

期
間
に
あ
る
子
で
な
か
っ
た
者
が
特
定
期
間
に
あ
る
子
と
な
っ
た
場
合
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）
 

第
13
条
の
３
 
管
理
ま
た
は
監
督
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
の
高
い
職
員
と
し
て
規
則

で
指
定
す
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務

を
要
し
な
い
日
又
は
祝
日
法
に
よ
る
休
日
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
（
次
項
に
お
い
て

「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別

勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

第
13
条
の
３
 
管
理
ま
た
は
監
督
の
複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
の
高
い
職
員
と
し
て
規
則

で
指
定
す
る
職
員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務

を
要
し
な
い
日
又
は
祝
日
法
に
よ
る
休
日
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日
（
次
項
に
お
い
て

「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た
  
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別

勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
12
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
規
則
で
定
め
る

職
に
あ
る
者
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
午
後
10
時
か
ら

翌
日
の
  
  
  
  
  
  
午
前
５
時
ま
で
の
間
（
週
休
日
等
に
含
ま
れ
る
時
間
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
第
12
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
規
則
で
定
め
る

職
に
あ
る
者
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
等
以
外

の
日
の
午
前
零
時
か
ら
午
前
５
時
ま
で
の
間
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

で
あ
っ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務
し
た
  
場
合
は
、
当
該
職
員
に
は
、
管

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。
 

３
 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
（
前
２
項
に
規
定
す
る
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
を
考
慮
し
て
規
則
で
定

め
る
勤
務
を
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
10
0分

の
15
0を

乗
じ
て
得
た
額
）
と
す

る
。
 

３
 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
と
す

る
。
 

(1
) 
第
１
項
に
規
定
す
る
場
合
 
同
項
の
勤
務
１
回
に
つ
き
、
12
,0
00
円
を
超
え
な
い
範

囲
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1
) 
第
１
項
に
規
定
す
る
場
合
 
同
項
の
勤
務
１
回
に
つ
き
、
12
,0
00
円
を
超
え
な
い
範

囲
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
（
同
項
の
勤
務
に
従
事
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
て
規
則
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議
案
第
1
5
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

で
定
め
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
10
0分

の
15
0を

乗
じ
て
得
た
額
）
 

(2
) 
（
略
）
 

(2
) 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

行
政
職
給
料
表
 

号
俸
 

１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 

１
 

18
3,
50
0

23
0,
00
0

26
5,
30
0

29
8,
80
0

32
1,
30
0

35
5,
20
0

２
 

18
4,
60
0

23
1,
50
0

26
6,
30
0

30
0,
30
0

32
3,
10
0

35
6,
90
0

３
 

18
5,
80
0

23
3,
00
0

26
7,
30
0

30
1,
80
0

32
4,
90
0

35
8,
50
0

４
 

18
6,
90
0

23
4,
50
0

26
8,
30
0

30
3,
20
0

32
6,
60
0

36
0,
10
0

５
 

18
8,
00
0

23
6,
00
0

26
9,
30
0

30
4,
60
0

32
8,
30
0

36
1,
70
0

６
 

18
9,
70
0

23
7,
50
0

27
0,
30
0

30
5,
70
0

33
0,
00
0

36
3,
50
0

７
 

19
1,
30
0

23
9,
00
0

27
1,
30
0

30
6,
70
0

33
1,
70
0

36
5,
00
0

８
 

19
2,
90
0

24
0,
50
0

27
2,
30
0

30
7,
90
0

33
3,
40
0

36
6,
60
0

９
 

19
4,
50
0

24
2,
00
0

27
3,
30
0

30
9,
10
0

33
5,
00
0

36
8,
00
0

10
 

19
6,
20
0

24
3,
40
0

27
4,
30
0

31
0,
70
0

33
6,
70
0

36
9,
60
0

11
 

19
7,
80
0

24
4,
80
0

27
5,
30
0

31
2,
30
0

33
8,
40
0

37
1,
20
0

12
 

19
9,
40
0

24
6,
20
0

27
6,
40
0

31
3,
90
0

34
0,
00
0

37
2,
70
0

13
 

20
1,
00
0

24
7,
40
0

27
7,
40
0

31
5,
40
0

34
1,
50
0

37
4,
60
0

14
 

20
2,
70
0

24
8,
60
0

27
8,
70
0

31
7,
00
0

34
3,
10
0

37
6,
50
0

15
 

20
4,
40
0

24
9,
80
0

28
0,
00
0

31
8,
60
0

34
4,
70
0

37
8,
40
0

16
 

20
6,
10
0

25
1,
00
0

28
1,
20
0

32
0,
20
0

34
6,
20
0

38
0,
20
0

17
 

20
7,
40
0

25
2,
10
0

28
2,
50
0

32
1,
70
0

34
7,
60
0

38
1,
70
0

別
表
第
１
（
第
３
条
関
係
）
 

行
政
職
給
料
表
 

職
務
の
級
 

１
級
 

２
級
 

３
級
 

４
級
 

５
級
 

６
級
 

号
給
 

俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 
俸
給
月
額
 

１
 

18
3,
50
0

23
0,
00
0

26
1,
30
0

28
7,
30
0

30
9,
80
0

33
5,
00
0

２
 

18
4,
60
0

23
1,
50
0

26
2,
30
0

28
8,
90
0

31
1,
50
0

33
6,
90
0

３
 

18
5,
80
0

23
3,
00
0

26
3,
30
0

29
0,
40
0

31
3,
20
0

33
8,
70
0

４
 

18
6,
90
0

23
4,
50
0

26
4,
30
0

29
1,
90
0

31
4,
70
0

34
0,
50
0

５
 

18
8,
00
0

23
6,
00
0

26
5,
30
0

29
3,
40
0

31
6,
10
0

34
2,
20
0

６
 

18
9,
70
0

23
7,
50
0

26
6,
30
0

29
4,
90
0

31
7,
40
0

34
3,
90
0

７
 

19
1,
30
0

23
9,
00
0

26
7,
30
0

29
6,
30
0

31
8,
70
0

34
5,
50
0

８
 

19
2,
90
0

24
0,
50
0

26
8,
30
0

29
7,
60
0

32
0,
00
0

34
7,
20
0

９
 

19
4,
50
0

24
2,
00
0

26
9,
30
0

29
8,
80
0

32
1,
30
0

34
8,
80
0

10
 

19
6,
20
0

24
3,
40
0

27
0,
30
0

30
0,
30
0

32
3,
10
0

35
0,
50
0

11
 

19
7,
80
0

24
4,
80
0

27
1,
30
0

30
1,
80
0

32
4,
90
0

35
2,
10
0

12
 

19
9,
40
0

24
6,
20
0

27
2,
30
0

30
3,
20
0

32
6,
60
0

35
3,
70
0

13
 

20
1,
00
0

24
7,
40
0

27
3,
30
0

30
4,
60
0

32
8,
30
0

35
5,
20
0

14
 

20
2,
70
0

24
8,
60
0

27
4,
30
0

30
5,
70
0

33
0,
00
0

35
6,
90
0

15
 

20
4,
40
0

24
9,
80
0

27
5,
30
0

30
6,
70
0

33
1,
70
0

35
8,
50
0

16
 

20
6,
10
0

25
1,
00
0

27
6,
40
0

30
7,
90
0

33
3,
40
0

36
0,
10
0

17
 

20
7,
40
0

25
2,
10
0

27
7,
40
0

30
9,
10
0

33
5,
00
0

36
1,
70
0
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議
案
第
1
5
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

18
 

20
9,
00
0

25
3,
20
0

28
3,
80
0

32
3,
40
0

34
9,
30
0

38
3,
50
0

19
 

21
0,
60
0

25
4,
30
0

28
5,
00
0

32
5,
00
0

35
0,
90
0

38
5,
20
0

20
 

21
2,
10
0

25
5,
40
0

28
6,
20
0

32
6,
60
0

35
2,
50
0

38
6,
80
0

21
 

21
3,
60
0

25
6,
40
0

28
7,
30
0

32
8,
00
0

35
3,
70
0

38
8,
50
0

22
 

21
5,
20
0

25
7,
40
0

28
8,
50
0

32
9,
70
0

35
5,
20
0

38
9,
90
0

23
 

21
6,
80
0

25
8,
40
0

28
9,
80
0

33
1,
40
0

35
6,
70
0

39
1,
30
0

24
 

21
8,
40
0

25
9,
40
0

29
1,
10
0

33
3,
00
0

35
8,
20
0

39
2,
70
0

25
 

22
0,
00
0

26
0,
40
0

29
2,
40
0

33
4,
20
0

35
9,
90
0

39
4,
10
0

26
 

22
1,
70
0

26
1,
30
0

29
3,
40
0

33
6,
10
0

36
1,
70
0

39
5,
30
0

27
 

22
3,
00
0

26
2,
20
0

29
4,
40
0

33
7,
80
0

36
3,
40
0

39
6,
50
0

28
 

22
4,
30
0

26
3,
10
0

29
5,
50
0

33
9,
40
0

36
5,
10
0

39
7,
50
0

29
 

22
5,
60
0

26
3,
90
0

29
6,
60
0

34
0,
90
0

36
6,
50
0

39
8,
60
0

30
 

22
6,
70
0

26
4,
70
0

29
7,
80
0

34
2,
50
0

36
7,
80
0

39
9,
80
0

31
 

22
7,
80
0

26
5,
50
0

29
8,
90
0

34
4,
10
0

36
9,
00
0

40
0,
90
0

32
 

22
8,
90
0

26
6,
30
0

30
0,
10
0

34
5,
70
0

37
0,
40
0

40
2,
00
0

33
 

23
0,
00
0

26
7,
00
0

30
1,
30
0

34
7,
40
0

37
1,
50
0

40
2,
70
0

34
 

23
1,
10
0

26
7,
80
0

30
2,
60
0

34
9,
20
0

37
2,
40
0

40
3,
40
0

35
 

23
2,
20
0

26
8,
60
0

30
3,
90
0

35
1,
00
0

37
3,
40
0

40
4,
10
0

36
 

23
3,
30
0

26
9,
30
0

30
5,
20
0

35
2,
80
0

37
4,
50
0

40
4,
80
0

37
 

23
4,
40
0

27
0,
00
0

30
6,
50
0

35
4,
30
0

37
5,
30
0

40
5,
40
0

38
 

23
5,
40
0

27
0,
80
0

30
7,
80
0

35
5,
70
0

37
6,
20
0

40
6,
00
0

39
 

23
6,
40
0

27
1,
60
0

30
9,
10
0

35
7,
10
0

37
7,
10
0

40
6,
50
0

40
 

23
7,
30
0

27
2,
30
0

31
0,
40
0

35
8,
50
0

37
7,
90
0

40
6,
90
0

41
 

23
8,
20
0

27
3,
00
0

31
1,
70
0

36
0,
00
0

37
8,
70
0

40
7,
30
0

18
 

20
9,
00
0

25
3,
20
0

27
8,
70
0

31
0,
70
0

33
6,
70
0

36
3,
50
0

19
 

21
0,
60
0

25
4,
30
0

28
0,
00
0

31
2,
30
0

33
8,
40
0

36
5,
00
0

20
 

21
2,
10
0

25
5,
40
0

28
1,
20
0

31
3,
90
0

34
0,
00
0

36
6,
60
0

21
 

21
3,
60
0

25
6,
40
0

28
2,
50
0

31
5,
40
0

34
1,
50
0

36
8,
00
0

22
 

21
5,
20
0

25
7,
40
0

28
3,
80
0

31
7,
00
0

34
3,
10
0

36
9,
60
0

23
 

21
6,
80
0

25
8,
40
0

28
5,
00
0

31
8,
60
0

34
4,
70
0

37
1,
20
0

24
 

21
8,
40
0

25
9,
40
0

28
6,
20
0

32
0,
20
0

34
6,
20
0

37
2,
70
0

25
 

22
0,
00
0

26
0,
40
0

28
7,
30
0

32
1,
70
0

34
7,
60
0

37
4,
60
0

26
 

22
1,
70
0

26
1,
30
0

28
8,
50
0

32
3,
40
0

34
9,
30
0

37
6,
50
0

27
 

22
3,
00
0

26
2,
20
0

28
9,
80
0

32
5,
00
0

35
0,
90
0

37
8,
40
0

28
 

22
4,
30
0

26
3,
10
0

29
1,
10
0

32
6,
60
0

35
2,
50
0

38
0,
20
0

29
 

22
5,
60
0

26
3,
90
0

29
2,
40
0

32
8,
00
0

35
3,
70
0

38
1,
70
0

30
 

22
6,
70
0

26
4,
70
0

29
3,
40
0

32
9,
70
0

35
5,
20
0

38
3,
50
0

31
 

22
7,
80
0

26
5,
50
0

29
4,
40
0

33
1,
40
0

35
6,
70
0

38
5,
20
0

32
 

22
8,
90
0

26
6,
30
0

29
5,
50
0

33
3,
00
0

35
8,
20
0

38
6,
80
0

33
 

23
0,
00
0

26
7,
00
0

29
6,
60
0

33
4,
20
0

35
9,
90
0

38
8,
50
0

34
 

23
1,
10
0

26
7,
80
0

29
7,
80
0

33
6,
10
0

36
1,
70
0

38
9,
90
0

35
 

23
2,
20
0

26
8,
60
0

29
8,
90
0

33
7,
80
0

36
3,
40
0

39
1,
30
0

36
 

23
3,
30
0

26
9,
30
0

30
0,
10
0

33
9,
40
0

36
5,
10
0

39
2,
70
0

37
 

23
4,
40
0

27
0,
00
0

30
1,
30
0

34
0,
90
0

36
6,
50
0

39
4,
10
0

38
 

23
5,
40
0

27
0,
80
0

30
2,
60
0

34
2,
50
0

36
7,
80
0

39
5,
30
0

39
 

23
6,
40
0

27
1,
60
0

30
3,
90
0

34
4,
10
0

36
9,
00
0

39
6,
50
0

40
 

23
7,
30
0

27
2,
30
0

30
5,
20
0

34
5,
70
0

37
0,
40
0

39
7,
50
0

41
 

23
8,
20
0

27
3,
00
0

30
6,
50
0

34
7,
40
0

37
1,
50
0

39
8,
60
0
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議
案
第
1
5
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

42
 

23
9,
10
0

27
3,
80
0

31
3,
00
0

36
0,
80
0

37
9,
50
0

40
7,
50
0

43
 

23
9,
90
0

27
4,
60
0

31
4,
30
0

36
1,
80
0

38
0,
30
0

40
7,
80
0

44
 

24
0,
70
0

27
5,
30
0

31
5,
40
0

36
2,
80
0

38
1,
00
0

40
8,
10
0

45
 

24
1,
40
0

27
6,
00
0

31
6,
30
0

36
3,
70
0

38
1,
70
0

40
8,
40
0

46
 

24
2,
00
0

27
6,
70
0

31
7,
60
0

36
4,
80
0

38
2,
40
0

40
8,
70
0

47
 

24
2,
60
0

27
7,
40
0

31
8,
90
0

36
5,
70
0

38
3,
10
0

40
9,
00
0

48
 

24
3,
20
0

27
8,
10
0

32
0,
20
0

36
6,
70
0

38
3,
80
0

40
9,
30
0

49
 

24
3,
80
0

27
8,
80
0

32
1,
40
0

36
7,
60
0

38
4,
30
0

40
9,
50
0

50
 

24
4,
40
0

27
9,
50
0

32
2,
70
0

36
8,
30
0

38
4,
90
0

40
9,
80
0

51
 

24
5,
00
0

28
0,
20
0

32
3,
90
0

36
9,
00
0

38
5,
50
0

41
0,
10
0

52
 

24
5,
50
0

28
0,
90
0

32
5,
10
0

36
9,
60
0

38
6,
20
0

41
0,
40
0

53
 

24
6,
00
0

28
1,
50
0

32
6,
40
0

37
0,
00
0

38
6,
60
0

41
0,
60
0

54
 

24
6,
40
0

28
2,
20
0

32
7,
50
0

37
0,
60
0

38
7,
20
0

41
0,
90
0

55
 

24
6,
70
0

28
2,
80
0

32
8,
60
0

37
1,
30
0

38
7,
80
0

41
1,
20
0

56
 

24
7,
00
0

28
3,
50
0

32
9,
70
0

37
2,
00
0

38
8,
30
0

41
1,
50
0

57
 

24
7,
30
0

28
4,
10
0

33
0,
40
0

37
2,
30
0

38
8,
70
0

41
1,
70
0

58
 

24
7,
60
0

28
4,
80
0

33
1,
30
0

37
3,
00
0

38
9,
30
0

41
2,
00
0

59
 

24
7,
90
0

28
5,
40
0

33
2,
00
0

37
3,
70
0

38
9,
90
0

41
2,
30
0

60
 

24
8,
20
0

28
6,
10
0

33
2,
80
0

37
4,
30
0

39
0,
40
0

41
2,
50
0

61
 

24
8,
50
0

28
6,
70
0

33
3,
60
0

37
4,
60
0

39
0,
80
0

41
2,
70
0

62
 

24
8,
80
0

28
7,
40
0

33
4,
00
0

37
5,
10
0

39
1,
30
0

41
3,
00
0

63
 

24
9,
10
0

28
8,
00
0

33
4,
60
0

37
5,
70
0

39
1,
80
0

41
3,
30
0

64
 

24
9,
40
0

28
8,
50
0

33
5,
30
0

37
6,
30
0

39
2,
40
0

41
3,
50
0

65
 

24
9,
70
0

28
9,
00
0

33
6,
10
0

37
6,
60
0

39
2,
70
0

41
3,
70
0

42
 

23
9,
10
0

27
3,
80
0

30
7,
80
0

34
9,
20
0

37
2,
40
0

39
9,
80
0

43
 

23
9,
90
0

27
4,
60
0

30
9,
10
0

35
1,
00
0

37
3,
40
0

40
0,
90
0

44
 

24
0,
70
0

27
5,
30
0

31
0,
40
0

35
2,
80
0

37
4,
50
0

40
2,
00
0

45
 

24
1,
40
0

27
6,
00
0

31
1,
70
0

35
4,
30
0

37
5,
30
0

40
2,
70
0

46
 

24
2,
00
0

27
6,
70
0

31
3,
00
0

35
5,
70
0

37
6,
20
0

40
3,
40
0

47
 

24
2,
60
0

27
7,
40
0

31
4,
30
0

35
7,
10
0

37
7,
10
0

40
4,
10
0

48
 

24
3,
20
0

27
8,
10
0

31
5,
40
0

35
8,
50
0

37
7,
90
0

40
4,
80
0

49
 

24
3,
80
0

27
8,
80
0

31
6,
30
0

36
0,
00
0

37
8,
70
0

40
5,
40
0

50
 

24
4,
40
0

27
9,
50
0

31
7,
60
0

36
0,
80
0

37
9,
50
0

40
6,
00
0

51
 

24
5,
00
0

28
0,
20
0

31
8,
90
0

36
1,
80
0

38
0,
30
0

40
6,
50
0

52
 

24
5,
50
0

28
0,
90
0

32
0,
20
0

36
2,
80
0

38
1,
00
0

40
6,
90
0

53
 

24
6,
00
0

28
1,
50
0

32
1,
40
0

36
3,
70
0

38
1,
70
0

40
7,
30
0

54
 

24
6,
40
0

28
2,
20
0

32
2,
70
0

36
4,
80
0

38
2,
40
0

40
7,
50
0

55
 

24
6,
70
0

28
2,
80
0

32
3,
90
0

36
5,
70
0

38
3,
10
0

40
7,
80
0

56
 

24
7,
00
0

28
3,
50
0

32
5,
10
0

36
6,
70
0

38
3,
80
0

40
8,
10
0

57
 

24
7,
30
0

28
4,
10
0

32
6,
40
0

36
7,
60
0

38
4,
30
0

40
8,
40
0

58
 

24
7,
60
0

28
4,
80
0

32
7,
50
0

36
8,
30
0

38
4,
90
0

40
8,
70
0

59
 

24
7,
90
0

28
5,
40
0

32
8,
60
0

36
9,
00
0

38
5,
50
0

40
9,
00
0

60
 

24
8,
20
0

28
6,
10
0

32
9,
70
0

36
9,
60
0

38
6,
20
0

40
9,
30
0

61
 

24
8,
50
0

28
6,
70
0

33
0,
40
0

37
0,
00
0

38
6,
60
0

40
9,
50
0

62
 

24
8,
80
0

28
7,
40
0

33
1,
30
0

37
0,
60
0

38
7,
20
0

40
9,
80
0

63
 

24
9,
10
0

28
8,
00
0

33
2,
00
0

37
1,
30
0

38
7,
80
0

41
0,
10
0

64
 

24
9,
40
0

28
8,
50
0

33
2,
80
0

37
2,
00
0

38
8,
30
0

41
0,
40
0

65
 

24
9,
70
0

28
9,
00
0

33
3,
60
0

37
2,
30
0

38
8,
70
0

41
0,
60
0
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議
案
第
1
5
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

66
 

25
0,
00
0

28
9,
60
0

33
6,
80
0

37
7,
20
0

39
3,
10
0

41
4,
00
0

67
 

25
0,
30
0

29
0,
10
0

33
7,
50
0

37
7,
90
0

39
3,
50
0

41
4,
30
0

68
 

25
0,
60
0

29
0,
70
0

33
8,
10
0

37
8,
50
0

39
3,
90
0

41
4,
50
0

69
 

25
0,
90
0

29
1,
20
0

33
8,
60
0

37
8,
90
0

39
4,
20
0

41
4,
70
0

70
 

25
1,
20
0

29
1,
70
0

33
9,
20
0

37
9,
40
0

39
4,
50
0

41
5,
00
0

71
 

25
1,
50
0

29
2,
30
0

33
9,
70
0

38
0,
00
0

39
4,
80
0

41
5,
30
0

72
 

25
1,
80
0

29
2,
90
0

34
0,
30
0

38
0,
50
0

39
5,
00
0

41
5,
50
0

73
 

25
2,
10
0

29
3,
40
0

34
0,
60
0

38
1,
00
0

39
5,
20
0

41
5,
70
0

74
 

25
2,
40
0

29
3,
90
0

34
1,
10
0

38
1,
60
0

39
5,
50
0
 

75
 

25
2,
70
0

29
4,
30
0

34
1,
50
0

38
2,
10
0

39
5,
80
0
 

76
 

25
3,
00
0

29
4,
60
0

34
1,
90
0

38
2,
40
0

39
6,
00
0
 

77
 

25
3,
30
0

29
4,
80
0

34
2,
30
0

38
2,
80
0

39
6,
20
0
 

78
 

25
3,
60
0

29
5,
10
0

34
2,
80
0

38
3,
30
0

39
6,
50
0
 

79
 

25
3,
90
0

29
5,
30
0

34
3,
30
0

38
3,
70
0

39
6,
80
0
 

80
 

25
4,
20
0

29
5,
60
0

34
3,
80
0

38
4,
10
0

39
7,
00
0
 

81
 

25
4,
50
0

29
5,
80
0

34
4,
10
0

38
4,
50
0

39
7,
20
0
 

82
 

25
4,
80
0

29
6,
00
0

34
4,
50
0

38
5,
00
0

39
7,
50
0
 

83
 

25
5,
10
0

29
6,
30
0

34
4,
90
0

38
5,
40
0

39
7,
80
0
 

84
 

25
5,
40
0

29
6,
50
0

34
5,
30
0

38
5,
80
0

39
8,
00
0
 

85
 

25
5,
70
0

29
6,
80
0

34
5,
60
0

38
6,
10
0

39
8,
20
0
 

86
 

25
6,
00
0

29
7,
10
0

34
6,
00
0

38
6,
60
0
 

 

87
 

25
6,
30
0

29
7,
40
0

34
6,
40
0

38
7,
00
0
 

 

88
 

25
6,
60
0

29
7,
70
0

34
6,
80
0

38
7,
40
0
 

 

89
 

25
6,
90
0

29
8,
00
0

34
7,
00
0

38
7,
70
0
 

 

66
 

25
0,
00
0

28
9,
60
0

33
4,
00
0

37
3,
00
0

38
9,
30
0

41
0,
90
0

67
 

25
0,
30
0

29
0,
10
0

33
4,
60
0

37
3,
70
0

38
9,
90
0

41
1,
20
0

68
 

25
0,
60
0

29
0,
70
0

33
5,
30
0

37
4,
30
0

39
0,
40
0

41
1,
50
0

69
 

25
0,
90
0

29
1,
20
0

33
6,
10
0

37
4,
60
0

39
0,
80
0

41
1,
70
0

70
 

25
1,
20
0

29
1,
70
0

33
6,
80
0

37
5,
10
0

39
1,
30
0

41
2,
00
0

71
 

25
1,
50
0

29
2,
30
0

33
7,
50
0

37
5,
70
0

39
1,
80
0

41
2,
30
0

72
 

25
1,
80
0

29
2,
90
0

33
8,
10
0

37
6,
30
0

39
2,
40
0

41
2,
50
0

73
 

25
2,
10
0

29
3,
40
0

33
8,
60
0

37
6,
60
0

39
2,
70
0

41
2,
70
0

74
 

25
2,
40
0

29
3,
90
0

33
9,
20
0

37
7,
20
0

39
3,
10
0

41
3,
00
0

75
 

25
2,
70
0

29
4,
30
0

33
9,
70
0

37
7,
90
0

39
3,
50
0

41
3,
30
0

76
 

25
3,
00
0

29
4,
60
0

34
0,
30
0

37
8,
50
0

39
3,
90
0

41
3,
50
0

77
 

25
3,
30
0

29
4,
80
0

34
0,
60
0

37
8,
90
0

39
4,
20
0

41
3,
70
0

78
 

25
3,
60
0

29
5,
10
0

34
1,
10
0

37
9,
40
0

39
4,
50
0

41
4,
00
0

79
 

25
3,
90
0

29
5,
30
0

34
1,
50
0

38
0,
00
0

39
4,
80
0

41
4,
30
0

80
 

25
4,
20
0

29
5,
60
0

34
1,
90
0

38
0,
50
0

39
5,
00
0

41
4,
50
0

81
 

25
4,
50
0

29
5,
80
0

34
2,
30
0

38
1,
00
0

39
5,
20
0

41
4,
70
0

82
 

25
4,
80
0

29
6,
00
0

34
2,
80
0

38
1,
60
0

39
5,
50
0

41
5,
00
0

83
 

25
5,
10
0

29
6,
30
0

34
3,
30
0

38
2,
10
0

39
5,
80
0

41
5,
30
0

84
 

25
5,
40
0

29
6,
50
0

34
3,
80
0

38
2,
40
0

39
6,
00
0

41
5,
50
0

85
 

25
5,
70
0

29
6,
80
0

34
4,
10
0

38
2,
80
0

39
6,
20
0

41
5,
70
0

86
 

25
6,
00
0

29
7,
10
0

34
4,
50
0

38
3,
30
0

39
6,
50
0

87
 

25
6,
30
0

29
7,
40
0

34
4,
90
0

38
3,
70
0

39
6,
80
0

88
 

25
6,
60
0

29
7,
70
0

34
5,
30
0

38
4,
10
0

39
7,
00
0

89
 

25
6,
90
0

29
8,
00
0

34
5,
60
0

38
4,
50
0

39
7,
20
0
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議
案
第
1
5
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

90
 

25
7,
20
0

29
8,
30
0

34
7,
40
0

38
8,
20
0
 

 

91
 

25
7,
50
0

29
8,
60
0

34
7,
80
0

38
8,
60
0
 

 

92
 

25
7,
80
0

29
9,
00
0

34
8,
20
0

38
9,
00
0
 

 

93
 

25
8,
10
0

29
9,
20
0

34
8,
40
0

38
9,
30
0
 

 

94
 

 
29
9,
40
0

34
8,
80
0

38
9,
80
0
 

 

95
 

 
29
9,
70
0

34
9,
20
0

39
0,
20
0
 

 

96
 

 
30
0,
10
0

34
9,
50
0

39
0,
60
0
 

 

97
 

 
30
0,
30
0

34
9,
80
0

39
0,
90
0
 

 

98
 

 
30
0,
60
0

35
0,
20
0
 

 
 

99
 

 
30
1,
00
0

35
0,
60
0
 

 
 

10
0 

 
30
1,
40
0

35
1,
00
0
 

 
 

10
1 

 
30
1,
60
0

35
1,
50
0
 

 
 

10
2 

 
30
1,
90
0

35
1,
90
0
 

 
 

10
3 

 
30
2,
20
0

35
2,
30
0
 

 
 

10
4 

 
30
2,
50
0

35
2,
70
0
 

 
 

10
5 

 
30
2,
70
0

35
3,
20
0
 

 
 

10
6 

 
30
3,
00
0

35
3,
60
0
 

 
 

10
7 

 
30
3,
30
0

35
3,
90
0
 

 
 

10
8 

 
30
3,
60
0

35
4,
20
0
 

 
 

10
9 

 
30
3,
80
0

35
4,
70
0
 

 
 

11
0 

 
30
4,
20
0
 

 
 

 

11
1 

 
30
4,
60
0
 

 
 

 

11
2 

 
30
4,
90
0
 

 
 

 

11
3 

 
30
5,
10
0
 

 
 

 

90
 

25
7,
20
0

29
8,
30
0

34
6,
00
0

38
5,
00
0

39
7,
50
0

91
 

25
7,
50
0

29
8,
60
0

34
6,
40
0

38
5,
40
0

39
7,
80
0

92
 

25
7,
80
0

29
9,
00
0

34
6,
80
0

38
5,
80
0

39
8,
00
0

93
 

25
8,
10
0

29
9,
20
0

34
7,
00
0

38
6,
10
0

39
8,
20
0

94
 

29
9,
40
0

34
7,
40
0

38
6,
60
0

95
 

29
9,
70
0

34
7,
80
0

38
7,
00
0

96
 

30
0,
10
0

34
8,
20
0

38
7,
40
0

97
 

30
0,
30
0

34
8,
40
0

38
7,
70
0

98
 

30
0,
60
0

34
8,
80
0

38
8,
20
0

99
 

30
1,
00
0

34
9,
20
0

38
8,
60
0

10
0 

30
1,
40
0

34
9,
50
0

38
9,
00
0

10
1 

30
1,
60
0

34
9,
80
0

38
9,
30
0

10
2 

30
1,
90
0

35
0,
20
0

38
9,
80
0

10
3 

30
2,
20
0

35
0,
60
0

39
0,
20
0

10
4 

30
2,
50
0

35
1,
00
0

39
0,
60
0

10
5 

30
2,
70
0

35
1,
50
0

39
0,
90
0

10
6 

30
3,
00
0

35
1,
90
0

10
7 

30
3,
30
0

35
2,
30
0

10
8 

30
3,
60
0

35
2,
70
0

10
9 

30
3,
80
0

35
3,
20
0

11
0 

30
4,
20
0

35
3,
60
0

11
1 

30
4,
60
0

35
3,
90
0

11
2 

30
4,
90
0

35
4,
20
0

11
3 

30
5,
10
0

35
4,
70
0
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議
案
第
1
5
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

11
4 

 
30
5,
30
0
 

 
 

 

11
5 

 
30
5,
60
0
 

 
 

 

11
6 

 
30
6,
00
0
 

 
 

 

11
7 

 
30
6,
20
0
 

 
 

 

11
8 

 
30
6,
40
0
 

 
 

 

11
9 

 
30
6,
70
0
 

 
 

 

12
0 

 
30
7,
00
0
 

 
 

 

12
1 

 
30
7,
40
0
 

 
 

 

12
2 

 
30
7,
60
0
 

 
 

 

12
3 

 
30
7,
90
0
 

 
 

 

12
4 

 
30
8,
20
0
 

 
 

 

12
5 

 
30
8,
50
0
 

 
 

 

定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員
 

19
2,
00
0

21
9,
50
0

26
0,
00
0

27
9,
70
0

29
4,
90
0

32
0,
60
0

備
考
 
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
 

 

11
4 

30
5,
30
0

11
5 

30
5,
60
0

11
6 

30
6,
00
0

11
7 

30
6,
20
0

11
8 

30
6,
40
0

11
9 

30
6,
70
0

12
0 

30
7,
00
0

12
1 

30
7,
40
0

12
2 

30
7,
60
0

12
3 

30
7,
90
0

12
4 

30
8,
20
0

12
5 

30
8,
50
0

定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤

務
職
員
 

19
2,
00
0

21
9,
50
0

26
0,
00
0

27
9,
70
0

29
4,
90
0

32
0,
60
0

備
考
 
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
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（議案第16号 説明資料） 

 
士幌町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する 

条例の要旨 
 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

パートタイム会計年度任用職員のうち、週の勤務時間が 37 時間 30

分（７時間 30 分/日）以上の者に対して、住居手当を支給できるよう

にするもの。 

 

 

 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

第２条 パートタイム会計年度任用職員の給与に住居手当を追加

する。 

 

第25条の２ 住居手当の支給について、その対象となる者を給与条

例に準拠する旨を規定する。 

 

第 28 条 時間外勤務手当等の算出方法について明記する。 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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議
案
第
1
6
号
 
説
明
資
料

 

士
幌
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
条
例
第
15
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
給
与
）
 

（
給
与
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
給
与
」
と
は
、
法
第
22
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る

職
員
（
以
下
「
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
給
料
、

扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務

手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
を
い

い
、
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
、
住
居
手
当
及
び
期
末
手
当
を
い
う
。
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
給
与
」
と
は
、
法
第
22
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る

職
員
（
以
下
「
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
給
料
、

扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務

手
当
、
夜
間
勤
務
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
寒
冷
地
手
当
を
い

い
、
同
項
第
１
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
報
酬
及
び
期
末
手
当
  
  
  
  
  
を
い
う
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
住
居
手
当
）
 

第
25
条
の
２
 
給
与
条
例
第
８
条
の
２
の
規
定
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の

う
ち
、
任
期
が
６
月
以
上
で
か
つ
週
の
勤
務
時
間
が
37
時
間
30
分
以
上
の
者
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
 

 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
の
算
出
）
 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
の
算
出
）
 

第
28
条
 
（
略
）
 

第
28
条
 
（
略
）
 

２
 
第
22
条
か
ら
第
24
条
ま
で
に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

２
 
第
22
条
か
ら
第
24
条
ま
で
に
規
定
す
る
勤
務
１
時
間
当
た
り
の
報
酬
額
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(1
) 
月
額
に
よ
る
報
酬
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
 
こ
の
場
合
に

お
い
て
「
第
20
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲

げ
る
も
の
の
合
算
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

(1
) 
月
額
に
よ
る
報
酬
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
額
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ア
 第

20
条
に
規
定
す
る
報
酬
の
月
額
 

イ
 住

居
手
当
の
月
額
（
第
25
条
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
、
給
与
条
例
第
８
条
の
２

第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
職
員
に
支
給
す
る
住
居
手
当
を
除
く
。
）
 

 

(2
)・

(3
) 
（
略
）
 

(2
)・

(3
) 
（
略
）
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（議案第17号 説明資料） 

士幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例の要旨 

      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣

府令（令和６年内閣府令第 109 号）によって、基準府令である家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されることに伴い、士

幌町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につ

いても、基準府令に準じた改正を行う。 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

栄養士法の改正によって、これまで管理栄養士国家試験は、栄養士

の免許を受けたものでなければ受験することができなかったところ、

改正後は、管理栄養士養成施設卒業者については栄養士免許の取得が

不要とされた。 

この改正により、栄養士免許を取得せずとも管理栄養士となること

が可能になることを受け、内閣府令で定める各種施設基準において

「栄養士」の配置等を求めている部分に「管理栄養士」を追加する改

正が行われることに伴い、当該基準を定める条例についても改正が必

要となるもの。 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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議
案
第
1
7
号
 
説
明
資
料

 

士
幌
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
26
年
条
例
第
11
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
食
事
の
提
供
の
特
例
）
 

（
食
事
の
提
供
の
特
例
）
 

第
16
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
食
事
の
提

供
に
つ
い
て
、
次
項
に
規
定
す
る
施
設
（
以
下
「
搬
入
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
調

理
し
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
当
該
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
当
該
方
法
に

よ
る
こ
と
と
し
て
も
な
お
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調

理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
16
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
前
条
第
１
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
の
利
用
乳
幼
児
に
対
す
る
食
事
の
提

供
に
つ
い
て
、
次
項
に
規
定
す
る
施
設
（
以
下
「
搬
入
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
調

理
し
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
搬
入
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
当
該
食
事
の
提
供
に
つ
い
て
当
該
方
法
に

よ
る
こ
と
と
し
て
も
な
お
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
な
調

理
の
た
め
の
加
熱
、
保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 
（
略
）
 

(1
) 
（
略
）
 

(2
) 
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
又
は
そ
の
他
の
施
設
、
保
健
所
、
市
町
村
（
特
別
区
を

含
む
。
第
21
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
等
の
栄
養
士
又
は
管
理
栄
養
士
に
よ
り
、

献
立
等
に
つ
い
て
栄
養
の
観
点
か
ら
の
指
導
が
受
け
ら
れ
る
体
制
に
あ
る
等
、
栄
養
士

又
は
管
理
栄
養
士
に
よ
る
必
要
な
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
。
 

(2
) 
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
又
は
そ
の
他
の
施
設
、
保
健
所
、
市
町
村
（
特
別
区
を

含
む
。
第
21
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
等
の
栄
養
士
  
  
  
  
  
  
  
に
よ
り
、

献
立
等
に
つ
い
て
栄
養
の
観
点
か
ら
の
指
導
が
受
け
ら
れ
る
体
制
に
あ
る
等
、
栄
養
士
 

  
  
  
  
  
  
 に

よ
る
必
要
な
配
慮
が
行
わ
れ
る
こ
と
。
 

(3
)～

(5
) 
（
略
）
 

(3
)～

(5
) 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
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（議案第18号 説明資料） 

 
士幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の要旨 

 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

 国の方針等に基づく令和 12 年度の保険料水準の統一までの段階的な

保険税率等の見直しによる改正及び令和７年度税制改正の大綱（令和

６年 12 月 27 日閣議決定）において、課税賦課限度額及び軽減判定基

準がそれぞれ変更されたことに伴い、令和７年３月 31 日に地方税法施

行令の一部を改正する政令が公布、同年４月１日に施行されることか

ら、条例を改正するもの。 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

 （１）税率等 

区分 現行 改正案 差 

医

療

分 

所得割 4.52％ 5.25％ 0.73％ 

均等割 30,000 円 29,800 円 ▲200 円 

平等割 26,000 円 26,500 円 500 円 
後
期
高
齢
者
支
援
金
分 

所得割 2.3％ 2.38％ 0.08％ 

均等割 11,500 円 11,100 円 ▲400 円 

平等割 9,800 円 9,700 円 ▲100 円 
介
護
納
付
金
分 

所得割 0.82％ 1.02％ 0.20％ 

均等割 13,500 円 12,800 円 ▲700 円 

平等割 8,500 円 8,300 円 ▲200 円 

 

 （２）賦課限度額 

  区分 現行 改正案 差額 

医療分 65 万円 66 万円 1 万円 

後期高齢者支援金分 24 万円 26 万円 ２万円 

 

 

 

 

 

- 62 -



（３）軽減判定基準 

区分 現行 改正案 

５割軽減 43 万円＋29.5 万円×被

保険者数＋10万円×(給

与所得者等の数－１) 

43 万円＋30.5 万円×被

保険者数＋10万円×(給

与所得者等の数－１) 

２割軽減 43 万円＋54.5 万円×

被保険者数＋10 万円

×(給与所得者等の数

－１) 

43 万円＋56 万円×被

保険者数＋10 万円×

(給与所得者等の数－

１) 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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議
案
第
1
8
号
 
説
明
資
料

 

士
幌
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
（
昭
和
43
年
条
例
第
16
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
課
税
額
）
 

（
課
税
額
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び

そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被

保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が

66
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
66
万
円
と
す
る
。
 

２
 
前
項
第
１
号
の
基
礎
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯
主
を
除
く
。
）
及
び

そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に
被

保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額
が

65
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
基
礎
課
税
額
は
、
65
万
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯

主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に

被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額

が
26
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
26
万
円
と

す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項
の
世
帯

主
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
所
得
割
額
並
び
に

被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
世
帯
別
平
等
割
額
の
合
算
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
合
算
額

が
24
万
円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
は
、
24
万
円
と

す
る
。
 

４
 
（
略
）
 

４
 
（
略
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
所
得
割
）
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
地

方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
31
4条

の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
10
0分

の
5.
25
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

第
３
条
 
前
条
第
２
項
の
所
得
割
額
は
、
賦
課
期
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
所
得
に
係
る
地

方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
31
4条

の
２
第
１
項
に

規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る

控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
に
10
0分

の
4.
52
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
５
条
 
第
２
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
29
,8
00
円

と
す
る
。
 

第
５
条
 
第
２
条
第
２
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
30
,0
00
円

と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割
額
）
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議
案
第
1
8
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

第
５
条
の
２
 
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
５
条
の
２
 
第
２
条
第
２
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(1
) 
特
定
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規
定
に

よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日

以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。
）
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当

該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
、
第
７
条
の
３

及
び
第
23
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
継
続
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特
定
月
以
後
５
年
を

経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の

（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
３
号
、
第
７

条
の
３
及
び
第
23
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
世
帯
 
26
,5
00
円
 

(1
) 
特
定
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
（
国
民
健
康
保
険
法
第
６
条
第
８
号
の
規
定
に

よ
り
被
保
険
者
の
資
格
を
喪
失
し
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
資
格
を
喪
失
し
た
日
の
前
日

以
後
継
続
し
て
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
同
一
の
世
帯

に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
同
日
の
属
す
る
月
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
特
定
月
」
と
い
う
。
）
以
後
５
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の
（
当

該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
、
第
７
条
の
３

及
び
第
23
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
特
定
継
続
世
帯
（
特
定
同
一
世
帯
所
属

者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
被
保
険
者
が
属
す
る
世
帯
で
あ
っ
て
特
定
月
以
後
５
年
を

経
過
す
る
月
の
翌
月
か
ら
特
定
月
以
後
８
年
を
経
過
す
る
月
ま
で
の
間
に
あ
る
も
の

（
当
該
世
帯
に
他
の
被
保
険
者
が
い
な
い
場
合
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
３
号
、
第
７

条
の
３
及
び
第
23
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
世
帯
 
26
,0
00
円
 

(2
) 
特
定
世
帯
 
13
,2
50
円
 

(2
) 
特
定
世
帯
 
13
,0
00
円
 

(3
) 
特
定
継
続
世
帯
 
19
,8
75
円
 

(3
) 
特
定
継
続
世
帯
 
19
,5
00
円
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
所
得
割
額
）
 

第
６
条
 
第
２
条
第
３
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
10
0分

の
2.
3

8を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

第
６
条
 
第
２
条
第
３
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に
10
0分

の
2.
3

0を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
）
 

第
７
条
の
２
 
第
２
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
11
,1

00
円
と
す
る
。
 

第
７
条
の
２
 
第
２
条
第
３
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て
11
,5

00
円
と
す
る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割

額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平
等
割

額
）
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第
７
条
の
３
 
第
２
条
第
３
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
７
条
の
３
 
第
２
条
第
３
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(1
) 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
9,
70
0円

 
(1
) 
特
定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
9,
80
0円

 

(2
) 
特
定
世
帯
 
4,
85
0円

 
(2
) 
特
定
世
帯
 
4,
90
0円

 

(3
) 
特
定
継
続
世
帯
 
7,
27
5円

 
(3
) 
特
定
継
続
世
帯
 
7,
35
0円

 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
所
得
割
額
）
 

第
８
条
 
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除

後
の
総
所
得
金
額
等
に
10
0分

の
1.
02
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

第
８
条
 
第
２
条
第
４
項
の
所
得
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
控
除

後
の
総
所
得
金
額
等
に
10
0分

の
0.
82
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
）
 

第
９
条
の
２
 
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１

人
に
つ
い
て
12
,8
00
円
と
す
る
。
 

第
９
条
の
２
 
第
２
条
第
４
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
１

人
に
つ
い
て
13
,5
00
円
と
す
る
。
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

（
介
護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
）
 

第
９
条
の
３
 
第
２
条
第
４
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
１
世
帯
に
つ
い
て
8,
30
0円

と
す

る
。
 

第
９
条
の
３
 
第
２
条
第
４
項
の
世
帯
別
平
等
割
額
は
、
１
世
帯
に
つ
い
て
8,
50
0円

と
す

る
。
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

（
国
民
健
康
保
険
税
の
減
額
）
 

第
23
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
国

民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る

額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
66
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
66
万

円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
26
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
26
万

円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減

額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
17
万
円
）
の

合
算
額
と
す
る
。
 

第
23
条
 
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
国

民
健
康
保
険
税
の
額
は
、
第
２
条
第
２
項
本
文
の
基
礎
課
税
額
か
ら
ア
及
び
イ
に
掲
げ
る

額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
65
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
65
万

円
）
、
同
条
第
３
項
本
文
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
か
ら
ウ
及
び
エ
に
掲
げ
る
額

を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
24
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
24
万

円
）
並
び
に
同
条
第
４
項
本
文
の
介
護
納
付
金
課
税
額
か
ら
オ
及
び
カ
に
掲
げ
る
額
を
減

額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
17
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
17
万
円
）
の

合
算
額
と
す
る
。
 

(1
) 
（
略
）
 

(1
) 
（
略
）
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(2
) 
法
第
70
3条

の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
30

万
5,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）
 

(2
) 
法
第
70
3条

の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
29

万
円
5,
00
0を

加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
号
に
該
当

す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条

第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
第
５
条
の
額
に
10
分

の
５
を
乗
じ
た
額
 

ア
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条

第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
第
５
条
の
額
に
10
分

の
５
を
乗
じ
た
額
 

イ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

イ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

①
 特

定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
１
号
の
額
に
10

分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

①
 特

定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
１
号
の
額
に
10

分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

②
 特

定
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
２
号
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

②
 特

定
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
２
号
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

③
 特

定
継
続
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
３
号
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

③
 特

定
継
続
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
３
号
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

ウ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者

均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人

に
つ
い
て
 
第
７
条
の
２
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

ウ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者

均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人

に
つ
い
て
 
第
７
条
の
２
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

エ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平

等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

エ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平

等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

①
 特

定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
１
号
の
額
に
10

分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

①
 特

定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
１
号
の
額
に
10

分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

②
 特

定
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
２
号
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

②
 特

定
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
２
号
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

- 67 -



議
案
第
1
8
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

③
 特

定
継
続
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
３
号
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

③
 特

定
継
続
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
３
号
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

オ
 介

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
第

９
条
の
２
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

オ
 介

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
第

９
条
の
２
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

カ
 介

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 
第

９
条
の
３
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

カ
 介

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 
第

９
条
の
３
の
額
に
10
分
の
５
を
乗
じ
た
額
 

(3
) 
法
第
70
3条

の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
56

万
円
  
  
 を

加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(3
) 
法
第
70
3条

の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
算
額

が
、
43
万
円
（
納
税
義
務
者
並
び
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
う
ち
給
与
所
得
者
等
の
数
が
２
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
43
万
円
に
当
該
給
与
所
得
者
等
の
数
か
ら
１
を
減
じ
た
数
に
10
万
円
を
乗
じ
て
得

た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
）
に
被
保
険
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
１
人
に
つ
き
54

万
5,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
を
超
え
な
い
世
帯
に
係
る
納
税
義
務
者
（
前
２
号
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

ア
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条

第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
第
５
条
の
額
に
10
分

の
２
を
乗
じ
た
額
 

ア
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条

第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
第
５
条
の
額
に
10
分

の
２
を
乗
じ
た
額
 

イ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

イ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

①
 特

定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
１
号
の
額
に
10

分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

①
 特

定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
１
号
の
額
に
10

分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

②
 特

定
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
２
号
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

②
 特

定
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
２
号
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

③
 特

定
継
続
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
３
号
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

③
 特

定
継
続
世
帯
 
第
５
条
の
２
第
３
号
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

ウ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者

均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人

ウ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者

均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
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改
正
案
 

現
 
行
 

に
つ
い
て
 
第
７
条
の
２
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

に
つ
い
て
 
第
７
条
の
２
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

エ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平

等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

エ
 国

民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
世
帯
別
平

等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
額
 

①
 特

定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
１
号
の
額
に
10

分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

①
 特

定
世
帯
及
び
特
定
継
続
世
帯
以
外
の
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
１
号
の
額
に
10

分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

②
 特

定
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
２
号
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

②
 特

定
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
２
号
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

③
 特

定
継
続
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
３
号
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

③
 特

定
継
続
世
帯
 
第
７
条
の
３
第
３
号
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

オ
 介

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
第

９
条
の
２
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

オ
 介

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
被
保
険
者
均
等
割
額
 
介
護
納
付
金
課
税
被

保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除
く
。
）
 
１
人
に
つ
い
て
 
第

９
条
の
２
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

カ
 介

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 
第

９
条
の
３
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

カ
 介

護
納
付
金
課
税
被
保
険
者
に
係
る
世
帯
別
平
等
割
額
 
１
世
帯
に
つ
い
て
 
第

９
条
の
３
の
額
に
10
分
の
２
を
乗
じ
た
額
 

２
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の

世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金

額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）

に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

２
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
６
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「
未
就
学
児
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の

世
帯
に
属
す
る
未
就
学
児
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
項
に
規
定
す
る
金

額
を
減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）

に
限
る
。
）
は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
 

(1
) 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
次
に
掲

げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

(1
) 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
基
礎
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
次
に
掲

げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

ア
 前

項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
47
0円

 
ア
 前

項
第
１
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
50
0円

 

イ
 前

項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
7,
45
0円

 
イ
 前

項
第
２
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
7,
50
0円

 

ウ
 前

項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
11
,9
20
円
 

ウ
 前

項
第
３
号
ア
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
12
,0
00
円
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現
 
行
 

エ
 ア

か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
14
,9
00
円
 

エ
 ア

か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
15
,0
00
円
 

(2
) 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均

等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次

に
定
め
る
額
 

(2
) 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
課
税
額
の
被
保
険
者
均

等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人
に
つ
い
て
次

に
定
め
る
額
 

ア
 前

項
第
１
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
1,
66
5円

 
ア
 前

項
第
１
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
1,
72
5円

 

イ
 前

項
第
２
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2,
77
5円

 
イ
 前

項
第
２
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2,
87
5円

 

ウ
 前

項
第
３
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
44
0円

 
ウ
 前

項
第
３
号
ウ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
4,
60
0円

 

エ
 ア

か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
5,
55
0円

 
エ
 ア

か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
5,
75
0円

 

３
 
（
略
）
 

３
 
（
略
）
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（議案第19号 説明資料） 

 

建設工事請負業者資格審査会及び建設工事請負業者指名委員会設置条例の一 

部を改正する条例の要旨 

 
      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

現在の資格審査会及び指名委員会の構成メンバーの内、町長が資格審

査会及び指名委員会のいずれの会も委員、委員長を務めているところ

であるが、町長は、自治体を総括し代表する権限を有し、事務を誠実

に管理及び執行し、職員を指揮監督する義務を負う立場にあることか

らも、入札参加者の指名において、発注者の恣意的判断や不正な行為

につながらないよう、公正性・透明性をより一層確保することを目的

に組織体制を改めるため、条例を改正するもの。 

 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

現在の構成を改め、町長は含めず、新たに総務課長を含め、委員長

を副町長、職務代理を総務課長とする改正。 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 
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議
案
第
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資
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建
設
工
事
請
負
業
者
資
格
審
査
会
及
び
建
設
工
事
請
負
業
者
指
名
委
員
会
設
置
条
例
（
平
成
12
年
条
例
第
９
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
委
員
）
 

（
委
員
）
 

第
２
条
 
審
査
会
等
の
委
員
は
町
長
が
別
に
委
嘱
す
る
町
内
に
居
住
す
る
住
民
代
表
２
名
の

ほ
か
、
副
町
長
、
総
務
課
長
及
び
会
計
管
理
者
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

第
２
条
 
審
査
会
等
の
委
員
は
町
長
が
別
に
委
嘱
す
る
町
内
に
居
住
す
る
住
民
代
表
２
名
の

ほ
か
、
町
長
、
副
町
長
、
会
計
管
理
者
  
  
  
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。
 

２
・
３
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

（
委
員
長
）
 

（
委
員
長
）
 

第
３
条
 
委
員
長
は
副
町
長
と
し
、
審
査
会
等
を
代
表
し
会
務
を
総
理
す
る
。
 

第
３
条
 
委
員
長
は
町
長
  
と
し
、
審
査
会
等
を
代
表
し
会
務
を
総
理
す
る
。
 

２
 
委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
総
務
課
長
が
職
務
を
代
理
す
る
。
 

２
 
委
員
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
欠
け
た
と
き
は
、
副
町
長
  
が
職
務
を
代
理
す
る
。
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（議案第20号 説明資料） 

 

士幌町簡易水道事業給水管理条例の一部を改正する条例の要旨 

 

      
目 的 

 
 
 
 
 
 

 

 水道法施行令及び水道法施行規則の改正により、布設工事監督

者及び水道技術管理者の資格要件について所要の改正が行われた

ことから、条例を改正するもの。 

 
概  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 主な改正内容 

（１）布設工事監督者の資格要件改正に伴う第 38 条の全部改正 

 

（２）水道技術管理者の資格要件改正に伴う第 39 条の全部改正 

 

２ 施行期日 

  令和７年４月１日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 73 -



議
案
第
2
0
号
 
説
明
資
料

 

士
幌
町
簡
易
水
道
事
業
給
水
管
理
条
例
（
昭
和
45
年
条
例
第
７
号
）
新
旧
対
照
表
 

改
正
案
 

現
 
行
 

（
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
）
 

第
38
条
 
法
第
12
条
第
２
項
（
法
第
31
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
布
設
工
事
監
督
者
が
有
す
べ
き
資
格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
旧
大
学
令
（
大
正
７
年
勅
令
第
38
8号

）
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
土
木
工

学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
１
年
６
月
以
上
水
道
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(2
) 
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
機
械
工
学
科
若
し

く
は
電
気
工
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
２
年
以
上

水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(3
) 
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含
む
。
）

若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
36
年
勅
令
第
61
号
）
に
よ
る
専

門
学
校
（
次
号
に
お
い
て
「
短
期
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に

あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
後
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
２
年
６
月
以
上
水
道
に
関
す

る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(4
) 
短
期
大
学
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は
電
気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を

修
め
て
卒
業
し
た
後
、
３
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
者
 

(5
) 
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
又
は
旧
中
等
学
校
令
（
昭

和
18
年
勅
令
第
36
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
（
次
号
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
３
年
６
月
以

上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(6
) 
高
等
学
校
等
に
お
い
て
機
械
科
若
し
く
は
電
気
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を

（
布
設
工
事
監
督
者
の
資
格
）
 

第
38
条
 
法
第
12
条
第
２
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
布
設
工
事
監
督
者
が
有
す
べ
き
資

格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）
に
よ
る
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
の
土
木
工
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛
生
工
学
又
は

水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
１
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(2
) 
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
の
土
木
工
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
衛

生
工
学
及
び
水
道
工
学
に
関
す
る
学
科
目
以
外
の
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
１

年
６
箇
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(3
) 
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
（
同
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
を
含

む
。
）
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
後
、
２
年
６
箇
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経

験
を
有
す
る
者
 

(4
) 
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
に
お
い
て
土
木
科
又
は
こ

れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
３
年
６
箇
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(5
) 
５
年
以
上
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(6
) 
第
１
号
又
は
第
２
号
の
卒
業
者
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
研
究
科
に

お
い
て
１
年
以
上
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学
に
関
す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
、
又

は
大
学
の
専
攻
科
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学
に
関
す
る
専
攻
を
終
了
し

た
後
、
第
１
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
６
箇
月
以
上
、
第
２
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は

１
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(7
) 
外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
に
規
定
す
る
課
程
及
び
学
科
目
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議
案
第
2
0
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

修
め
て
卒
業
し
た
後
、
４
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
者
 

(7
) 
５
年
以
上
水
道
の
工
事
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(8
) 
第
１
号
又
は
第
２
号
の
卒
業
者
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
大
学
院
研
究
科

に
お
い
て
１
年
以
上
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学
に
関
す
る
課
程
を
専
攻
し
た
後
、

又
は
大
学
の
専
攻
科
に
お
い
て
衛
生
工
学
若
し
く
は
水
道
工
学
に
関
す
る
専
攻
を
修
了

し
た
後
、
第
１
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は
１
年
以
上
、
第
２
号
の
卒
業
者
に
あ
っ
て
は

１
年
６
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
 

(9
) 
外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
第
１
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
規
定
す
る
課
程
に
相
当
す
る

課
程
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得
す
る
程
度
と
同
等
以

上
に
修
得
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
最
低
経
験
年
数
以
上
水
道
に
関

す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(1
0)
 技

術
士
法
（
昭
和
58
年
法
律
第
25
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
第
２
次
試
験

の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し
た
者
（
選
択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道

を
選
択
し
た
者
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
６
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に

従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
 

(1
1)
 建

設
業
法
施
行
令
（
昭
和
31
年
政
令
第
27
3号

）
第
37
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規

定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係
る
１
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
１
年

６
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
 

又
は
第
３
号
若
し
く
は
第
４
号
に
規
定
す
る
課
程
に
相
当
す
る
課
程
又
は
学
科
目
を
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得
す
る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
得

し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
最
低
経
験
年
数
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(8
) 
技
術
士
法
（
昭
和
58
年
法
律
第
25
号
）
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
第
２
次
試
験

の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合
格
し
た
者
（
選
択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道

を
選
択
し
た
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
６
箇
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

（
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
）
 

第
39
条
 
法
第
19
条
第
３
項
（
法
第
31
条
及
び
第
34
条
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
水
道
技
術
管
理
者
が
有
す
べ
き
資
格
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。
 

(1
) 
前
条
第
１
号
、
第
３
号
又
は
第
５
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学
科
若
し

く
は
土
木
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
（
学
校
教
育
法
に

（
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
）
 

第
39
条
 
法
第
19
条
第
３
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
水
道
技
術
管
理
者
が
有
す
べ
き
資

格
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(1
) 
前
条
の
規
定
に
よ
り
簡
易
水
道
の
布
設
工
事
監
督
者
た
る
資
格
を
有
す
る
者
 

(2
) 
前
条
第
１
項
第
１
号
、
第
３
号
及
び
第
４
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
土
木
工
学

以
外
の
工
学
、
理
学
、
農
学
、
医
学
若
し
く
は
薬
学
に
関
す
る
学
科
目
又
は
こ
れ
ら
に
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よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
後
）
、
同
条
第
１
号
に
規
定

す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
１
年
６
月
以
上
、
同
条
第
３
号
に
規
定
す
る
学

校
を
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た

者
）
に
つ
い
て
は
２
年
６
月
以
上
、
同
条
第
５
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に

つ
い
て
は
３
年
６
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

者
 

(2
) 
前
条
第
１
号
、
第
３
号
又
は
第
５
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
工
学
、
理
学
、
農

学
、
医
学
若
し
く
は
薬
学
の
課
程
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
（
土
木
工
学
科
及
び

土
木
科
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
除
く
。
）
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
（
学
校

教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了
し
た
後
）
、
同
条
第
１

号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
２
年
以
上
、
同
条
第
３
号
に
規
定
す

る
学
校
を
卒
業
し
た
者
（
同
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
の
前
期
課
程
に
あ
っ
て
は
、
修
了

し
た
者
）
に
つ
い
て
は
３
年
以
上
、
同
条
第
５
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に

つ
い
て
は
４
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(3
) 
５
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(4
) 
前
条
第
１
号
、
第
３
号
及
び
第
５
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
、
工
学
、
理
学
、

農
学
、
医
学
及
び
薬
学
に
関
す
る
課
程
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
以
外
の
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
（
当
該
課
程
を
修
め
て
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
専
門
職
大
学
の
前

期
課
程
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
専
門
職
大
学
前
期
課
程
」
と
い
う
。
）
を
修
了
し

た
場
合
を
含
む
。
）
後
、
同
条
第
１
号
に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は
２
年

６
月
以
上
、
同
条
第
３
号
に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
（
専
門
職
大
学
前
期
課
程
の
修

了
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
３
年
６
月
以
上
、
同
条
第
５
号

に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は
４
年
６
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実

務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(5
) 
外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
第
１
号
若
し
く
は
第
２
号
に
規
定
す
る
課
程
又
は
前
号
に

相
当
す
る
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
同
項
第
１
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し

た
者
に
つ
い
て
は
２
年
以
上
、
同
項
第
３
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い

て
は
３
年
以
上
、
同
項
第
４
号
に
規
定
す
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
は
４
年
以

上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(3
) 
５
年
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(4
) 
前
条
第
１
項
第
１
号
、
第
３
号
及
び
第
４
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
、
工
学
、

理
学
、
農
学
、
医
学
及
び
薬
学
に
関
す
る
学
科
目
並
び
に
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
学
科
目

以
外
の
学
科
目
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
、
同
項
第
１
号
に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
に

つ
い
て
は
２
年
６
箇
月
以
上
、
同
項
第
３
号
に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は

３
年
６
箇
月
以
上
、
同
項
第
４
号
に
規
定
す
る
学
校
の
卒
業
者
に
つ
い
て
は
４
年
６
箇

月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(5
) 
外
国
の
学
校
に
お
い
て
、
第
２
号
に
規
定
す
る
学
科
目
又
は
前
号
に
規
定
す
る
学
科

目
に
相
当
す
る
学
科
目
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い
て
修
得
す

る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
卒
業
者
ご
と
に
規
定
す

る
最
低
経
験
年
数
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者
 

(6
) 
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
水
道
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
課
程
を

修
了
し
た
者
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議
案
第
2
0
号
 
説
明
資
料

 

改
正
案
 

現
 
行
 

規
定
す
る
課
程
に
相
当
す
る
課
程
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
学
校
に
お
い

て
修
得
す
る
程
度
と
同
等
以
上
に
修
得
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
卒
業
者
ご
と

に
規
定
す
る
最
低
経
験
年
数
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を

有
す
る
者
 

(6
) 
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
水
道
の
管
理
に
関
す
る

講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
 

(7
) 
技
術
士
法
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
第
２
次
試
験
の
う
ち
上
下
水
道
部
門
に
合

格
し
た
者
（
選
択
科
目
と
し
て
上
水
道
及
び
工
業
用
水
道
を
選
択
し
た
者
に
限
る
。
）

で
あ
っ
て
、
６
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術
上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も

の
 

(8
) 
建
設
業
法
施
行
令
第
37
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
土
木
施
工
管
理
に
係

る
１
級
の
技
術
検
定
に
合
格
し
た
者
で
あ
っ
て
、
１
年
６
月
以
上
水
道
に
関
す
る
技
術

上
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の
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１．決算見込患者数
（単位：人）

増減
(B－A)

比率
(B/A)

入院 9,399 11,911 2,512 126.7%

外来 17,663 15,597 △ 2,066 88.3%

２．決算見込額
（単位：千円）

増減
(B－A)

主な増減事由

398,621 405,836 7,215

371,590 382,209 10,619

入院収益 170,036 202,394 32,358

外来収益 149,252 145,895 △ 3,357

その他 52,302 33,920 △ 18,382 帯状疱疹ワクチン接種料の減
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ事業受託料の減

27,031 23,627 △ 3,404

904,975 903,451 △ 1,524

医業費用 867,355 870,840 3,485

うち

給与費 554,440 554,499 59

材料費 69,026 80,335 11,309 薬品費の増

経費 155,680 142,339 △ 13,341

37,620 32,611 △ 5,009 支払消費税額の減

0 0 0

0 0 0

△ 506,354 △ 497,615 △ 8,739

420,000 420,000 0

△ 86,354 △ 77,615 △ 8,739

医業収益

士幌町国民健康保険病院事業会計決算見込の状況

区 分
５年度
(A)

６年度
(B)

前年度対比

年間取扱
延患者数

区 分
５年度
(A)

６年度
(B)

前年度対比

病院事業収益

収支不足額

他会計負担金

当年度純損失額

うち

医業外収益

病院事業費用

医業外費用

特別損失

予備費

- 78 -



契
約

年
月

日
予

定
価

格
（

税
込

）

契
約

金
額

着
手

完
成

落
札

率

士
幌
町
字
士
幌
西
1
線
1
6
2
番
地

R
6
.
1
1
.
2
5

R
6
年

R
7
年

¥
1
,
9
8
0
,
0
0
0

（
株
）
士
幌
建
設

1
1
月

3
月

事
前
公
表

1
,
8
9
2
,
0
0
0

2
6
日

1
0
日

9
5
.
5
6
%

代
表
取
締
役
　
乙
供
　
邦
彦

５
社

士
幌
町
字
士
幌
西
1
線
1
6
2
番
地

R
6
.
1
1
.
2
5

R
6
年

R
7
年

¥
2
,
8
3
8
,
0
0
0

（
株
）
士
幌
建
設

1
1
月

3
月

事
前
公
表

2
,
7
1
7
,
0
0
0

2
6
日

1
0
日

9
5
.
7
4
%

代
表
取
締
役
　
乙
供
　
邦
彦

５
社

士
幌
町
字
士
幌
西
1
線
1
5
8
番
地

R
7
.
1
.
1
0

R
7
年

R
7
年

¥
1
7
,
0
3
9
,
0
0
0

北
斗
産
業
（
株
）

1
月

3
月

1
6
,
9
4
0
,
0
0
0

1
4
日

1
0
日

9
9
.
4
2
%

代
表
取
締
役
　
瓦
井
　
弘
己

１
社

士
幌
町
字
士
幌
西
1
線
1
6
8
番
地
5
0

R
7
.
1
.
1
0

R
7
年

R
7
年

¥
2
4
,
6
2
9
,
0
0
0

加
藤
電
気
工
業
（
株
）

1
月

3
月

2
4
,
3
7
6
,
0
0
0

1
4
日

1
0
日

9
8
.
9
7
%

代
表
取
締
役
　
加
藤
　
邦
彦

１
社

建
～
１
７
－
２

道
の
駅
「
し
ほ
ろ
温
泉
プ
ラ
ザ
緑
風
」
施
設

再
整
備
工
事
（
電
気
設
備
）
そ
の
３

字
下
居
辺
西
2
線
1
3
4
番
地

加
藤
電
気
工
業
（
株
）

字
下
居
辺
西
2
線
1
3
4
番
地

北
斗
産
業
(
株
)

土
～
４
６

朝
陽
公
園
転
落
防
止
柵
設
置
工
事

字
士
幌

(
株
)
平
田
建
設

北
斗
産
業
(
株
)

(
株
)
平
田
建
設

北
斗
産
業
(
株
)

建
～
１
７
－
１

道
の
駅
「
し
ほ
ろ
温
泉
プ
ラ
ザ
緑
風
」
施
設

再
整
備
工
事
（
建
築
主
体
）
そ
の
３

土
～
４
５

遊
水
公
園
人
道
橋
撤
去
工
事

字
士
幌

工
　
期

指
　
名
　
業
　
者

（
令
和
６
年
１
１
月
１
８
日
～
令
和
７
年
１
月
１
０
日
）

種
　
別

工
事
又
は
業
務
の
名
称

契
　

　
約

　
　

一
　

　
覧

　
　

表

場
　
所

契
　
約
　
の
　
相
　
手
　
方

(
株
)
佐
藤
土
建

士
舗
建
設
(
株
)

(
株
)
士
幌
建
設

(
株
)
佐
藤
土
建

士
舗
建
設
(
株
)

(
株
)
士
幌
建
設
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２
款

 
総

務
費

 
１

項
 

総
務

管
理

費
 

１
２

目
 

諸
費

 
 

 
 

事
業

費
 

 
５

６
,４

９
０

千
円

 

『
士
幌
町
地
域
防
災
緊
急
整
備
事

業
』
 

国
の
「

新
し
い

地
方
経

済
・
生

活
環

境
創
生

交
付

金
【
地
方
防
災
緊
急
整
備
型
】
」
を
活

用
し

、
防
災

資
機
材

の
充

実
を

図
る
と
と

も
に

、
ト

ラ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
等
を
整
備
し
、
迅
速
に
防
災
資
機
材
を
避
難
所
に
運
搬
す
る
体
制
を
整
備
す
る
も
の
。
 

 【
概

要
】
 

◇
整

備
内
容

：
○
防
災
資
機
材
運
搬
用
ト
ラ
ッ
ク

 
 
 

１
台
 

 
 

 
４

,９
３
４
千
円
 

 
 
 
 
 
 

○
電
気
自
動
車
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
台
 

 
 

 
３

,１
１
７
千
円
 

 
 
 
 
 
 

○
充
電
設
備
設
置
工
事
 
 
 
 
 
 
 

１
台
 

 
 

 
 
 
９
０
０
千
円
 

 
 
 
 
 
 

○
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

 
 
 
 
 
 
 
 

１
台
 

 
 

 
６

,０
０
０
千
円
 

 
 
 
 
 
 

○
備
蓄
用
コ
ン
テ
ナ
（
物
置
）

 
 
 
 

１
台
 
 
 
 
 

 ８
０
０
千
円
 

 
 
 
 
 
 

○
テ
ン
ト
式
パ
ー
テ
ィ
シ
ョ
ン

 
 

 
３
５
０
セ
ッ
ト

 
１
１

,２
０
０
千
円

 

 
 
 
 
 
 

○
簡
易
ベ
ッ
ド
 
 
 
 
 
 
 
 
１
２
５
台
 

 
 

 
３

,１
２
５
千
円
 

 
 
 
 
 
 

○
災
害
用
ト
イ
レ
セ
ッ
ト
 

 
 

 
 

５
０
セ
ッ
ト

 
１
２

,２
０

０
千

円
 

 
 
 
 
 
 

○
マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
用
設
備

 
 
 
 

５
セ
ッ
ト

 
 
２

,０
０
０
千
円
 

 
 
 
 
 
 

○
発
電
機

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
６
台
 

 
 

 
５

,２
０
０
千
円
 

 
 
 
 
 
 

○
ジ
ェ
ッ
ト
ヒ
ー
タ
ー
 
 
 
 
 
 
 

５
台
 

 
 

 
１

,０
５
０
千
円
 

 
 
 
 
 
 

○
電
気
自
動
車
外
部
給
電
器

 
 
 
 
 

４
台
 

 
 

 
４

,８
０
７
千
円

 
 
事
業
費
合
計

 

 
 
 
 
 
 

○
屋
外
用
テ
ン
ト

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
台
 

 
 

 
１

,１
５
７
千
円

 
 
 
５
６

,４
９
０
千
円
 

 

◇
財

 
 
源
：
新

し
い

地
方

経
済
・
生

活
環

境
創

生
交

付
金
【
地

方
防

災
緊

急
整
備
型

】（
補
助
率
１
／
２
）
 

２
８
,
２
６
０

千
円
（

予
定

）
 

補
助
残
分
の
地
方
負
担
（
町
負
担
）
額
に
は
、
 

・
車
両
等
導
入
に
係
る
適
債
経
費
は
、
補
正
予
算
債

（
※
）（

充
当
率
１
０
０
％
、
交
付
税
措
置
５
０
％
）
を
活
用
 

・
適
債
経
費
以
外
は
、
特
別
交
付
税
（
経
費
の
８
０
％
）
に
よ
り
措
置
 

（
※
）
補
正
予
算
債
は
、
令
和
６
年
度
に
地
方
公
共
団
体
で
予
算
化
さ
れ
、
国
の
交
付
決
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
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